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ダウンロード方法や対応端末など詳しくはこちら
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届け出の種類 届出期間 届出人 届出書と共に必要な物

出生届 生まれた日から14日以内 父、母など
出生証明書
母子健康手帳
届出人の印鑑（朱肉を使用するもの）

死亡届 死亡の事実を知った日から7日
以内 親族など 死亡診断書

届出人の印鑑（朱肉を使用するもの）

婚姻届 届け出の日から法律上の効力が
発生 夫、妻

夫妻双方の印鑑（朱肉を使用するもの）
有田川町に本籍のない方は戸籍の全部事項証明
本人確認書類
未成年の場合は父母の同意書

離婚届

協議離婚の場合は届け出の日か
ら法律上の効力が発生 夫、妻

夫妻双方の印鑑（朱肉を使用するもの）
有田川町に本籍のない方は戸籍の全部事項証明
本人確認書類

裁判離婚の場合は調停成立・審
判確定・判決確定から10日以内

訴えを提起した者、
または調停の申立人

届出人の印鑑（朱肉を使用するもの）
�裁判離婚の場合は調停調書謄本、または審判書も
しくは判決の謄本と確定証明書

養子縁組届 届け出の日から法律上の効力が
発生

養親および養子
（養子が15歳未満の
場合は法定代理人）

届出人の印鑑（朱肉を使用するもの）
有田川町に本籍のない方は戸籍の全部事項証明
�未成年を養子とする場合は家庭裁判所の許可書
（自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合
は不要）
本人確認書類

入籍届 届け出の日から法律上の効力が
発生

入籍する本人
（入籍する本人が15
歳未満の場合は法定
代理人）

届出人の印鑑（朱肉を使用するもの）
家庭裁判所の氏変更許可の審判書謄本
有田川町に本籍のない方は戸籍の全部事項証明

転籍届 届け出の日から法律上の効力が
発生

戸籍筆頭者および配
偶者

�戸籍筆頭者および配偶者の印鑑（朱肉を使用する
もの）
�戸籍の全部事項証明（有田川町内で転籍する場合
は不要）

不受理申し出
※�本人の意思に基づかな
い届け出を防止するた
めの申し出

申し出を受け付けた日時分から
効力が発生

（申出対象の届け出）
婚姻・離婚・養子縁組・
養子離縁・認知

本人確認書類
※原則本人が開庁時間内に来庁することが必要。

※�婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届を出す方は本人確認の対象となるため、官公署発行の顔写真付き
の本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど）をお持ちください。なお、本人確認ができない
ときは、郵送による通知を行っています。

戸籍に関する届け出
吉備 住民課 住民班　金屋 やすらぎ福祉課 住民班　清水 住民福祉室　各出張所・連絡所

届け出と証明

34
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届け出の種類 届出期間 届出人 届出書と共に必要な物

転入届
他市区町村から引っ越
してきたとき

町内に住所を移し
た日から14日以内

本人、世帯主、世帯員

代理人選任届が必要
になる場合もありま
す。

転出証明書
マイナンバーカード（持っている方のみ）
住民基本台帳カード（持っている方のみ）
在留カードまたは特別永住証明書（外国人の方）

転出届
他市区町村へ引っ越す
とき

町外へ住所を移す
日までに

国民健康保険証（加入者のみ）
各種医療受給者証　 印鑑登録証（登録していた方のみ）
マイナンバーカード（持っている方のみ）
住民基本台帳カード（持っている方のみ）

転居届
町内で住所移動をした
とき

住所を移してから
14日以内

国民健康保険証（加入者のみ）
各種医療受給者証　 マイナンバーカード（持っている方のみ）
住民基本台帳カード（持っている方のみ）
在留カードまたは特別永住証明書（外国人の方）

世帯変更届
世帯主が変更したとき

変更があった日か
ら14日以内 世帯主、世帯員 国民健康保険証（加入者のみ）

各種医療受給者証
※�届け出をされる方は、届出人の本人確認のため官公署発行の顔写真付きの本人確認書類（マイナンバーカード・運転
免許証、パスポートなど）をお持ちください。なお、本人確認ができないときは、郵送による通知を行っています。

住民異動などに関する届け出
吉備 住民課 住民班　金屋 やすらぎ福祉課 住民班　清水 住民福祉室　各出張所・連絡所

マイナンバーカードとは？
　マイナンバーカードはプラスチック製のカードで、表
面に氏名・住所・生年月日・性別・顔写真、裏面にマイナン
バー（個人番号）が記載され、公的な本人確認書類として
利用できます。また、マイナンバーの提示と本人確認が同
時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。
　初回交付にかかる手数料は無料で、有効期限は発行日か
ら10回目の誕生日（未成年者は5回目の誕生日）までです。

電子証明書を搭載
　電子証明書とは、インターネットなどによるオンライ
ン手続きにおいて、なりすまし、改ざん等の危険性を防
ぐための確かな本人確認手段です。
　マイナンバーカードには電子証明書を搭載しており、
住民票・印鑑証明書のコンビニ交付サービスや、e-Tax
（国税電子申告・納税システム）などに利用でき、有効期
限は発行日から5回目の誕生日です。

　マイナンバーカードは希望者に、初回無料で交付します。
　マイナンバーをお知らせする『通知カード』または『個
人番号通知書』と一緒に同封されている『個人番号カー
ド交付申請書』で申請を行ってください。
　なお、申請書を紛失した場合や、住所異動・氏名変更が
あった場合は、窓口まで新しい交付申請書の受け取りに
お越しください。
❖スマートフォンで申請
①�スマートフォンのカメラで交付申請書のQRコードを
読み取り、申請用WEBサイトにアクセスしてメール
アドレスを登録
②�登録されたメールアドレス宛に通知される申請者専
用WEBサイトにアクセスし、スマートフォンのカメ
ラで撮影した顔写真を登録

マイナンバーカードの申請

③�画面の案内にしたがって、その他必要事項を入力し送
信すると、登録したメールアドレス宛に申請が完了し
た旨のメールが届き申請完了
❖郵送で申請
①�電話番号欄、申請日欄に記入し、申請者氏名欄に署名
または記名・押印
②�顔写真（縦4.5㎝×横3.5㎝、最近6カ月以内に撮影、正
面、無帽、無背景のもの、裏面に氏名・生年月日を記入、
白黒の写真でも可）を貼付
③�同封の送付用封筒（紛失の場合は各窓口で配布しま
す）に入れて郵送

顔写真撮影サービスご利用を
　各庁舎や出張所・連絡所の各窓口では、マイナンバー
カード申請用の顔写真を無料で撮影するサービスを行っ
ております。ご自身で写真撮影が困難な方や、職員に相談
をしながら申請をされたい方は、ぜひご利用ください。

　申請から約1カ月でカードが完成するので、交付通知
書（封書）を郵送します。
　受取場所は、交付通知書に記載されている各庁舎・行
政局の窓口です。受け取りのため来庁されるときは、『通
知カード』と『交付通知書』、運転免許証等の本人確認書
類をお持ちください。なお15歳未満の方や成年被後見人
の方の場合は、法定代理人が同行してください。
※�令和2年5月25日以降に出生などで新たに個人番号を
取得された方は『通知カード』は交付されていません。
　本人が病気や身体の障害その他やむを得ない理由に
より受け取りに来れない場合は、代理人に受け取りを委
任できます。その場合は、本人と代理人それぞれの写真
付の本人確認書類、委任状および診断書など、受け取り
に来られないことを証明する書類が必要となります。

マイナンバーカードの交付

マイナンバーカード
吉備 住民課 住民班　金屋 やすらぎ福祉課 住民班　清水 住民福祉室　各出張所・連絡所
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本人が申請
●登録する印鑑
●顔写真のついた官公署発行の本人確認書類
　�（マイナンバーカード・運転免許証・パスポート
など）

　即日、印鑑登録証を交付するので、印鑑登録証明
書の交付を受けることができます。

＊�本人確認書類をお持ちでない方は、保証書（有田
川町で印鑑登録されている方が保証したもの）
が必要となります。
＊�各出張所・連絡所で申請した場合は、印鑑登録証
（カード）交付まで2日を要します。

申　請

代理人が申請
●登録する印鑑
●代理人選任届
　（本人以外の方は、必ずお持ちください。）
●代理人の印鑑および本人確認書類

　登録申請された各庁舎および各出張所・連絡所
へ登録する印鑑、回答書、代理人の本人確認書類と
印鑑をお持ちください。

印鑑登録証を交付します。

　役場から本人（登録申請人）あてに「照会書」を郵
送します。

代理申請

＊�照会書を送付した日から
30日以内

❖印鑑登録手数料　　新規：200円　　再交付：500円

　中長期在留者や特別永住者などに該当する外国人の住民の方にも、日本人と同じく住民票が平成24（2012）年7
月9日から作成されています。
　それまでの外国人登録制度では、外国人の方の町外への住所変更の際の届け出は新しい住所地への届け出のみで
したが、現在は日本人と同じく転出届と転入届が必要です。
　なお、在留資格・在留期間の変更などについては、入国管理局と市町村の両方に届け出が必要でしたが、入国管理局
のみへの届け出で済みます。

印鑑の登録をするとき

こんな印鑑は登録できません！
●氏名以外のものが彫られているもの
●欠けているもの
●ゴム印、その他変形しやすいもの
●印影の大きさが8mm以下または25mm以上のもの
●町長が不適当と認めたもの

登録した印鑑をなくしたとき
 ※直ちに届け出をしてください。

●�登録証と新しい印鑑を持って登録の変更をしてくだ
さい。
●再登録するには「印鑑の登録をするとき」に同じです。

印鑑登録証（カード）をなくしたとき
 ※直ちに届け出をしてください。

●登録する印鑑を持って登録の変更をしてください。
●再登録するには「印鑑の登録をするとき」に同じです。

印鑑登録証（カード）の引き換えについて
※�合併前に交付された印鑑登録証（カード）は印鑑証明
書の交付で来庁された際、新しい印鑑登録証と引き
換えます。
　ご不明な点や詳しいことは、各庁舎住民班へお問い
合わせください。

外国人に関する届け出
吉備 住民課 住民班　金屋 やすらぎ福祉課 住民班　清水 住民福祉室　各出張所・連絡所

外国人の住民基本台帳制度について

印鑑登録 吉備 住民課 住民班　金屋 やすらぎ福祉課 住民班　清水 住民福祉室　各出張所・連絡所
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各種証明書の発行
種類 手数料 申請時の注意事項

住民票 200円
住所地で発行します。
本人確認書類（運転免許証・マイナン
バーカードなど）が必要です。
第三者の方は、交付に制限があります。

戸籍の全部・
個人事項証明 450円

本籍地で発行します。
本人確認書類（運転免許証・マイナン
バーカードなど）が必要です。
直系血族および配偶者以外の方は、交
付に制限があります。

除籍謄・抄本 750円
原戸籍謄・抄本 750円
戸籍の
記載事項証明 350円

戸籍の附票 200円

身分証明書 200円

本籍地で発行します。本人確認書類（運
転免許証・マイナンバーカードなど）が
必要です。
本人以外の方は、交付に制限がありま
す。

印鑑登録証明書 200円
印鑑登録証（カード）をお持ちくださ
い。なお、申請書には登録者の住所、氏
名、生年月日を記載していただきます。

自動車臨時運行
許可証 750円

自賠責保険証・車検証をお持ちくださ
い。（清水行政局の各出張所・連絡所で
はお取り扱いできません）

� ※手数料は令和3（2021）年1月1日現在

戸籍・住民票の写しは郵送でも申請する
ことができます
●必要事項を記入した申請書
●手数料（郵便局で購入できる定額小為替）
●�本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカード、健
康保険証など）の氏名・現住所記載面のコピー
●�返信用封筒（郵便番号・宛先を記入し、切手を貼って
おいてください）
●�その他必要に応じて戸籍など（直系血族関係などを
確認するため）のコピー
※�直系血族および配偶者以外の方は、交付に制限があ
ります。
※�代理人の方が請求される場合は、委任状も同封して
ください。
※�郵便事情により日数を要しますので、余裕をもって
請求してください。

住民票の広域交付
　住所地以外の市町村役場でも住民票の交付を受ける
ことができます。ただし、本籍や転居などの履歴は記載
されません。
　交付申請に必要なものは、印鑑・本人確認書類（運転
免許証・マイナンバーカードなど）です。
　交付請求できる方は、本人または、同一世帯員のみで
す。

休日の証明書発行について
　あらかじめ平日に、本人からの電話予約が必要です。
　住民票・印鑑登録証明書に限ります。代理は不可です。
　電話予約時に持参していただくものなどを説明しま
すので、必ず本人が持参して来庁ください。
※�清水行政局の各出張所・連絡所ではお取り扱いでき
ません

コンビニ交付
　全国のコンビニエンスストア等で、住民票の写し、印
鑑登録証明書が取得できるサービスが令和3年2月1日
から始まりました。
　マイナンバーカードとコンビニエンスストアなどに
設置されているマルチコピー機（キオスク端末）を利用
して、証明書を請求し取得できます。
　利用できる時間は、午前6時30分から午後11時00分
まで（年末年始（12月29日から翌年1月3日）、保守点検
日を除く）です。
　利用できる方は、有田川町に住民登録していて、利用
者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード
をお持ちの方です。
❖取得できる証明書

住民票の写しなどの第三者交付に係る
本人通知等制度について
　この制度は、住民票や戸籍謄本などを第三者（本人な
どの代理人および本人など以外の者）に交付したとき、
交付したことの通知が欲しいと事前に登録していた人
に対して、その事実を通知するものです。
　本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事
実関係の早期究明が可能になります。また、制度の導入
により、不正請求が発覚する可能性が高まることから、
不正請求を抑止する効果が期待されます。
　この制度の利用は希望者に限るため、事前に登録が
必要です。

※�コンビニ交付のシステム的な制限として、次の方の
証明は取得できませんので、窓口・郵送で請求してく
ださい。
●�転出予定の方（転出届を出した人）の住民票の写し・
印鑑登録証明書
●転出予定の方が含まれる場合の住民票の写し
●ＤＶ措置支援対象者などの発行制限者
●�氏名、住所などの履歴が記載された住民票を取得し
たい方（氏名、住所などの履歴は記載されません）

住民票の写し
（世帯・個人）

有田川町に住民登録がある「本人または同一
世帯員のもの」および「同一世帯全員」の記載
されたもの。
※�本籍・筆頭者、続柄、マイナンバー（個人番
号）などの記載の有無を選択することがで
きます。

印鑑登録証明書
印鑑登録されている本人分に限ります。
※�コンビニ交付の際に印鑑登録証は必要あり
ません。

各種証明書の発行
吉備 住民課 住民班　金屋 やすらぎ福祉課 住民班　清水 住民福祉室　各出張所・連絡所
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種類 納税義務者 備考

町民税
●�1月1日現在、町内に住所がある方
●�1月1日現在、町内に事務所・事業所
または家屋敷を所有する人で、町内
に住所がない方

税額は、前年の所得をもとに算出しますので、毎年3月15日までに申告書を提
出してください。
ただし、給与収入のみの方、公的年金のみの方、所得税の確定申告をした方は、
申告の必要はありません。

固定資産税 ●�1月1日現在、町内に土地、家屋、償
却資産を所有する方

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧は、毎年4月1日から第1期納期限までです。
縦覧場所は、吉備庁舎です。

軽自動車税
●�4月1日現在、原動機付自転車、軽自
動車、二輪の小型自動車、小型特殊
自動車（農業作業用を含む）を所有
する方

身体・精神に障害のある方などが所有する軽自動車については、障害の程度に
より、一台に限り税金を免除する制度があります。
この適用を受けるためには、納期限までに申請が必要です。

国民健康保険税 ●�有田川町に住所を有し、国保加入者
がいる世帯の世帯主

国保加入者および世帯主は所得割額算定・軽減判定・高額療養費限度額判定の
ため、所得がない場合でも、必ず所得申告が必要です。

●�町県民税の特別徴収については、月割額を翌月10日
までに納付してください。

税金 吉備 税務課　金屋 やすらぎ福祉課　清水 住民福祉室

納期について

町県民税（普通徴収）

期別 納付期限

第1期 � 6月末

第2期 � 9月末

第3期 11月末

第4期 � 1月末

軽自動車税
期別 納付期限

全期 � 5月末

固定資産税

期別 納付期限

第1期 � 5月末

第2期 � 9月末

第3期 11月末

第4期 � 1月末

国民健康保険税

期別 納付期限

第1期 � 7月末

第2期 � 8月末

第3期 � 9月末

第4期 10月末

第5期 11月末

第6期 12月末

第7期 � 1月末

第8期 � 2月末

税金
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� ※手数料は令和3（2021）年1月1日現在

　税金は、金融機関にあるあなたの口座から自動振替
の方法で納めることができます。口座振替を利用され
ますと、納期ごとに金融機関にお出かけいただかなく
ても、自動的に指定口座からお支払いいただけます。ぜ
ひご利用ください。

口座振替の申し込み手続き

対象
町県民税（普通徴収）、固定資産税、軽自動車税、国民
健康保険税、介護保険料、保育料、町営住宅使用料お
よび駐車場使用料、上下水道使用料、後期高齢者医療
保険料

取扱金融
機関など

紀陽銀行、ありだ農業協同組合、きのくに信用金庫、
近畿労働金庫、ゆうちょ銀行

申し込み
方法

あなたの預金口座のある取扱金融機関などの窓口で
お申し込みください。

※必要なもの
�申込用紙�
有田川町役場吉備庁舎、金屋庁舎、清水行政局、出
張所・連絡所および町内各金融機関などに備え付
けてあります。
預貯金通帳および通帳届出印

証明書と手数料
　本人確認書類をお持ちのうえ、申請書に記載して申
し出てください。なお、交付を受ける方が下記表内以外
の場合は委任状が必要です。

種類 手数料 交付を受ける方

町県民税課税（所得）証明書 1枚 200円 同一世帯内

固定資産税評価証明書 1枚 200円
本人および同一世
帯内の親族または
相続人

納税証明書 1枚 200円 同一世帯内

軽自動車税納税証明書
（車検用） 無料 制限なし

有田川町ご当地ナンバープレートを
交付しています

　原動機付自転車（50cc以下のバイク）に、オリジ
ナルナンバープレートを交付しています。
　現在、使用している車台のナンバープレートか
らご当地ナンバープレートへの交換も可能です。
手続きには、現在のナンバープレート、車台番号の
石刷りが必要です。

郵送で請求する場合
※�必要事項を記入した申請書、手数料（郵便小為替）、返
信用封筒（宛先明記のうえ切手を貼ったもの）を同封
して請求してください。
※�代理の方が請求される場合は、委任状も同封してく
ださい。

休日の証明書発行について
※あらかじめ平日に電話予約が必要です。

納付は、口座振替をご利用いただくと
便利です。

　預金残高が不足しますと振り替えができません
ので、納期前に確認してください。
　既に口座振替をご利用になっている方について
は、そのままご利用いただけます。
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希望すれば加入できる方
　次の（1）から（4）のすべての条件を満たす方は、希望
により国民年金に加入することができます。
（1）日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
（2）老年基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
（3）�20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480

月（40年）未満の方
（4）厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
�   ・�年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上

70歳未満の方も加入できます。
�   ・�外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方

も加入できます。

❖第2号被保険者および第3号被保険者
　厚生年金および共済組合に加入して第2号被保険者
および第3号被保険者になったときの届け出は、勤務先
の事業主または共済組合が行いますので、ご自身で届
け出をする必要はありません。必要な書類などについ
ては、勤務先にお問い合わせください。

国民年金
吉備 住民課 保険年金班　金屋 やすらぎ福祉課 住民班　清水 住民福祉室　各出張所・連絡所

国民年金に必ず加入しなければならない方
　国民年金（基礎年金）は、20歳以上60歳未満の方が
40年間加入して、65歳から満額の老齢基礎年金を受け
取る仕組みになっています。このため、日本国内に住ん
でいる20歳以上60歳未満の方は、全員が国民年金に加
入しなければなりません。
❖第1号被保険者
　20歳以上60歳未満の自営業者と学生、フリーター、
無職の方など（第2号および第3号被保険者に該当しな
い方）
❖第2号被保険者
　厚生年金保険の被保険者および共済組合の組合員
（会社員や公務員などの方）
❖第3号被保険者
　第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上
60歳未満の方

こんなとき 届け出に必要なもの

会社などを退職した
とき

�社会保険資格喪失証明書または離職票
など退職日が分かるもの
年金手帳
マイナンバーカード

配偶者が勤める会社
の健康保険の被扶養
者でなくなったとき

社会保険資格喪失証明書
年金手帳
マイナンバーカード

海外在住の日本人の
方が帰国したとき

パスポート
年金手帳
マイナンバーカード

外国人の方が日本に
住むとき

パスポート
在留カード

被保険者の資格などに関する届け出
❖第1号被保険者

保険料
●�定額保険料…�月額�16,610円� �

（令和3年度）
●�付加保険料…�月額�� �� 400円� �

（第1号被保険者の方で希望される方）

保険料の納め方
　日本年金機構が発行した「納付書」で翌月末日まで
に、お近くのコンビニエンスストア・金融機関・郵便局で
納められます。安心で便利な口座振替制度もあります。
　また、クレジットカードによる支払いも可能です。

前納（前払い）で納める
　一定期間分の保険料をまとめて前払いすることがで
きます。保険料をまとめて前払いすれば、保険料が割引
されます。口座振替と併せてご利用いただくとさらに
割引されます。

年金・保険
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給付に関する届け出
65歳になったとき
　年金は、年金を受ける資格ができたとき自動的に支
給が始まるものではありません。ご自身で年金を受け
るための手続き（年金請求）を行う必要があります（60
歳から64歳の間に繰り上げて年金を受けることもでき
ます）。
❖届出先
　第1号被保険者期間のみ……各庁舎担当係
　第3号被保険者期間を含む…年金事務所
❖必要なもの
　 年金手帳
　 預金通帳（本人名義）など
　 マイナンバーカード

病気やけがで障害になったとき
　障害年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険
者が、法令で定める障害の状態に該当し、かつ障害の原
因となった病気やけがについて、初めて医師または歯
科医師の診療を受けた日において一定の保険料納付要
件を満たしている方が受けることができます。
❖届出先
　初診日が第1号被保険者�………�各庁舎担当係
　初診日が第3号被保険者�………�年金事務所
　20歳前に障害者になった場合…各庁舎担当係

免除・猶予制度
　経済的な理由などで保険料を納付することが困難な
場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免
除制度」や「納付猶予制度（50歳未満）」があります。ま
た、学生の方には、学生納付特例制度があります。

　職場の健康保険（健康保険組合や共済組合など）に加入している方、後期高齢者医療制度の対象となる方、生活保護
を受けている方以外は、すべての方が国民健康保険の加入者となります。
　各種、届け出の際、マイナンバーの記入が必要となる場合があるので、お越しの際はマイナンバーカードをご持参
ください。別世帯の方が手続きをする場合は、委任状が必要です。
　※国民健康保険税については、税金のページでご確認ください。

国民健康保険
吉備 住民課 保険年金班　金屋 やすらぎ福祉課 住民班　清水 住民福祉室　各出張所・連絡所

国民健康保険に
加入するとき

手続きが必要なとき 手続きに必要なもの
他の市町村から転入したとき 転出証明書　 マイナンバーカード

職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書　 マイナンバーカード

職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 被扶養者でなくなったことが分かる証明書
マイナンバーカード

子供が生まれたとき 母子健康手帳　 マイナンバーカード

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書　 マイナンバーカード

国民健康保険を
やめるとき

他の市町村に転出するとき 保険証　 マイナンバーカード

職場の健康保険に加入したとき 国民健康保険と職場の健康保険の両方の保険証
マイナンバーカード職場の健康保険の被扶養者になったとき

死亡したとき 保険証　 マイナンバーカード

生活保護を受け始めたとき 保険証　 保護開始決定通知書　 マイナンバーカード

その他

町内で住所が変わったとき 保険証　 マイナンバーカード

世帯主や氏名が変わったとき 保険証　 マイナンバーカード

世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき 保険証　 マイナンバーカード

修学のため別に住所を定めるとき 保険証　 在学証明書　 マイナンバーカード

保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 本人を確認できるもの（運転免許証、使えなくなった保険証など）
マイナンバーカード

こんな時は届け出を！

自己負担割合
義務教育就学前 義務教育就学後70歳未満 70歳以上75歳未満

2割 3割 2割または3割
※所得に応じて負担割合が異なります。
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　各種、届け出の際、マイナンバーの記入が必要となる場合があるので、お越しの際はマイナンバーカードをご持参ください。
　「通勤途中・仕事中の負傷」「通学途中・学校管理下での負傷」には使用できません。

種類 給付の内容

出産育児
一時金

お母さんが国民健康保険に加入されている方に、42万円（産科医療保障制度に加入していない病院などでの分娩は、40万
4千円）が支給されます。
＊社会保険へ加入の方は、お勤め先に申請してください。
①直接支払い制度を利用される方
　�町から病院へ直接お支払いをします。差額がある方は、差額分を支給しますので、世帯主の口座番号が分かるもの・専用
請求書の内容と相違がない旨が記載された領収書、直接支払い制度を利用する旨の合意文書をご持参ください。
②直接支払い制度を利用されない方
　�町から世帯主へお支払いをします。世帯主の口座番号が分かるもの・直接支払い制度を利用しない旨の合意文書の写し
と利用しない旨が記載された領収書をご持参ください。

療養給付費 病気やけがで保険証を提示し診察を受けた場合、医療費の7～8割は国保が負担し、残りを加入者が負担することになります。
また、入院時の食事代は、医療費とは別に国保が負担し、一部（標準負担額）を加入者が負担することになります。

療養費
旅行中などに疾病などでやむを得ず保険証を持たずに診療を受けた場合や、医師の指示によりコルセットなどの補装具を
作った場合の費用について審査決定した額の7～8割を払い戻します。
申請には医師の意見書・領収書・診療報酬明細書が必要な場合があります。

高額療養費
1カ月の医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分があとから払い戻されます。
「限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。必要な方は、役場窓口で
申請してください。（国民健康保険税に滞納がある世帯には交付できません。）

葬祭費 被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った方に3万円を支給します。

� ※金額は令和3（2021）年1月1日現在

国民健康保険の給付

医療費の助成
吉備 住民課 保険年金班　金屋 やすらぎ福祉課 住民班　清水 住民福祉室　各出張所・連絡所

老人医療
●�67～69歳の方が対象になっている医療費助成制度
です。
●収入制限などの適用要件があります。
❖対象者
　健康保険（後期高齢者医療制度を除く）に加入中で有
田川町に住民登録のある満67歳から70歳未満の方で、
次の①～⑤のすべての要件を満たす方
①世帯全員の住民税が非課税であること。
②�世帯全員の収入の合計額が次の基準以下であるこ
と。
　�1人：100万円、2人：140万円※1名増えるごとに40
万円を加算
③�世帯全員の預貯金、国債、株式などが350万円×世帯
人数以下であること。
④�世帯全員が現在お住まいの土地・家屋以外に活用で
きる資産を有しないこと。
⑤世帯以外の方から扶養を受けていないこと。
❖受給資格申請に必要なもの
　 健康保険証　 世帯全員の通帳等（預金額のわか
るもの）　 マイナンバーカード
❖助成の内容
　入院・外来にかかる医療費の自己負担分の一部（保険
適用外のもの、入院時の食事代や室料などは支給対象
外です。）
❖支給申請に必要なもの
　 受給資格証　 医療費領収書　 通帳（振込口座
の分かるもの）　 マイナンバーカード

重度心身障害児（者）医療費
●�身体障害者手帳・療育手帳などをお持ちで、一定以上
の等級の方が、対象となります。
●�等級により助成内容が変わります。
●�転入された方の場合は、受給資格者、扶養義務者のマ
イナンバーカード、同意書が必要です。
●�加入保険が変わられたときは変更の届け出が必要と
なります。
❖対象者
　健康保険に加入中で有田川町に住民登録のある方
で、次の障害をお持ちの方
　①身体障害者手帳1級から3級
　（※3級の方は所得要件有）
　②療育手帳A1若しくはA2
　③特別児童扶養手当の障害の程度が1級
　④精神障害者保健福祉手帳1級
　※�65歳以上で新たに該当となった障害については対
象となりません。

❖受給資格申請に必要なもの
　 健康保険証　 身体障害者手帳等（障害の程度が
確認できるもの）　 マイナンバーカード
❖助成の内容
　入院・外来にかかる医療費の自己負担分（保険適用
外のもの、入院時の食事代や室料などは支給対象外で
す。）
※身体障害者手帳3級の方は入院のみ助成対象
❖支給申請に必要なもの
　 受給資格証　 医療費領収書　 通帳（振込口座
の分かるもの）　 マイナンバーカード
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●�医療保険に加入している小中学生・高校生世代のお
子さまに対し、保険診療の自己負担分を助成する制
度です。
●�入院および外来の保険診療の自己負担分を助成しま
す。
●�転入した際は受給資格の申請をしてください。
●�加入保険が変わられたときは変更の届け出が必要と
なります。
❖対象者
　有田川町に住所を有し、医療保険に加入している小
中学生・高校生世代のお子さま（6歳に達する日以後の
最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月
31日まで）
※所得制限はありません。
　�（重度心身障害児医療費助成・ひとり親家庭医療費助
成・生活保護など他の助成を受けている方を除く）
❖受給資格申請に必要なもの
　 健康保険証　 マイナンバーカード
❖支給申請に必要なもの
　 受給資格証　 医療費領収書　 通帳（保護者の
もの）　 マイナンバーカード
❖助成の内容
　入院・外来にかかる医療費の自己負担額（保険適用）
分（入院時の食事代や保険適用外の室料などは支給対
象外です）

子ども医療費

●�医療保険に加入している就学前の乳幼児に対し、保
険診療の自己負担分を助成する制度です。
●�入院および外来の保険診療の自己負担分を助成しま
す。
●�お子さんが生まれたときや、就学前の乳幼児が転入
したときは受給資格の申請をしてください。
●�転入された方の場合は、両親のマイナンバーカード、
同意書が必要です。また、加入保険が変わられたとき
は変更の届け出が必要となります。
❖対象者
　有田川町に住所を有し、医療保険に加入している小
学校就学前（6歳に達する日以後の最初の3月31日ま
で）の乳幼児。
※所得制限はありません。
※�重度心身障害児医療費助成・ひとり親家庭医療費助
成・生活保護など他の助成を受けている方を除く
❖受給資格申請に必要なもの
　 健康保険証　 マイナンバーカード
❖支給申請に必要なもの
　 受給資格証　 医療費領収書　 通帳（保護者の
もの）　 マイナンバーカード
❖助成の内容
　入院・外来にかかる医療費の自己負担額（保険適用）分
※�入院時の食事代や保険適用外の室料などは支給対象
外です

乳幼児医療費

●�医療保険に加入している18歳までの子を扶養する母
子または父子家庭などに対し、保険診療の自己負担
分を助成する制度です。
●�子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までが対
象期間です。
●�離婚、配偶者の死亡などで母子または父子家庭に
なったとき、他市町村で受給資格のあった方が転入
したときに受給資格の申請をしてください。
●�転入された方の場合は、受給資格者・扶養義務者のマ
イナンバーカード、同意書が必要です。
●�加入保険が変わられたときは変更の届け出が必要と
なります。
❖対象者
　健康保険に加入中で有田川町に住民登録のあるひと
り親家庭の父または母もしくは養育者（児童福祉法に
規定する里親等を除く）と、そのひとり親等に扶養され
る18歳（18歳に達した日以後の最初の3月31日）まで
の児童
❖受給資格申請に必要なもの
　 健康保険証　 マイナンバーカード　 そのほ
か年金証書、民生委員の証明書などが必要になる場合
があります。
❖支給申請に必要なもの
　 受給資格証　 医療費領収書　 通帳（保護者の
もの）　 マイナンバーカード
❖助成の内容
　入院・外来にかかる医療費の自己負担額（保険適用）
分入院時の食事代や保険適用外の室料などは支給対象
外です

ひとり親家庭医療費
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後期高齢者医療保険
吉備 住民課 保険年金班 　　　　　
金屋 やすらぎ福祉課 住民班 　　　
清水 住民福祉室　各出張所・連絡所

後期高齢者医療制度のしくみ
　後期高齢者医療は都道府県単位で設置された広域連
合が運営主体（保険者）となり、市町村と協力して実施
しています。

対象者（被保険者）について
●75歳以上の方
●�65歳以上で申請により広域連合が一定の障害がある
と認めた方（※1）

（※1）一定の障害とは
　●身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
　●�身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれか
に該当される方

　　【身体障害者手帳の4級の一部とは】
　　・両下肢の全ての指を欠くもの
　　・下肢の下腿2分の1以上欠くもの
　　・下肢の機能の著しい障害
　　・音声、言語、そしゃく機能の障害
　●療育手帳A1・A2をお持ちの方
　●障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方
　●精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
　後期高齢者医療制度への加入を希望される場合は、
上記までご相談ください。

こんな時には届け出が必要です。
●住所・氏名などを変更したとき
●�生活保護を受けるようになったときや生活保護を受
けなくなったとき
●�被保険者証を紛失したとき（再発行は可能ですが、被
保険者本人が来られない場合は委任状が必要となり
ます）。
●被保険者が亡くなったとき
●�他の健康保険に加入するとき（65歳以上75歳未満の
方で一定の障害のある方）

お医者さんにかかる時は（自己負担額）
　保険証を医療機関の窓口へ提出してください。
　次の額が自己負担となります。

　自己負担割合は所得状況に応じて毎年判定します。
� 令和3（2021）年1月1日現在

医療費の1割（現役並み所得者は3割）

高額療養費について
　同じ月内に支払った自己負担額が、自己負担限度額
を超える場合には、高額療養費として差額が広域連合
から支給されます。
　該当すると思われる方には封書で案内していますの
で申請してください。
　この申請は1度だけで、2回目以降の申請は不要です。
　該当された際に自動的に振り込まれますが、振込先
口座などに変更が生じた場合には再度申請が必要とな
ります。
※�「限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば窓口で
の支払いは自己負担限度額までとなります。必要な方
は役場の担当窓口で申請してください。

保険料の納め方
　原則として保険料は年金からの天引き（特別徴収）で
す。
　但し、年金が年額18万円未満の方や、介護保険料との
合算額が年金額の2分の1を超える場合などは年金天引
きの対象となりません。
　また資格を取得された年度や年の途中で保険料に変
更のあった方なども一定期間、特別徴収ができなくな
りますので、納付書での納付（普通徴収）が必要になり
ます。
※�一時的に普通徴収になる方の納付忘れが増えていま
すので、引き落としの口座振替の申し込みにご協力
ください。口座振替は金融機関窓口でお申し込みい
ただけます。

給付内容の一部
療養費（やむを得ず全額負担したとき）
　次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、
申請により支払った費用の一部について払い戻しが受
けられます。
●�旅行中などに、急病などでやむを得ず被保険者証を
持たずに診療を受けたとき
●�医師の指示により、コルセットやギプスなどの補装
具をつくったとき

葬祭費
　被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に対して
申請により葬祭費が支給されます。

保険料について（被保険者全員が納めます）
　後期高齢者医療制度では被保険者一人一人に納
めていただきます。

� 2つの合計額です。

保険料は
1．被保険者全員が負担する「均等割額」
2．被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」

保険料について
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こんなときは届け出を！～第三者行為～
吉備 住民課 保険年金班　金屋 やすらぎ福祉課 住民班　清水 住民福祉室

　第三者（加害者）の行為によってケガを負わされたり、病気になり医療機関を受診したときは、『第三者行為による
傷病届』の提出が必要です。
　本来は加害者に医療費の支払義務がありますが、加害者が支払えない場合などは、被害者救済の観点から、一時的
に国保等の医療保険が立て替え、後から加害者に請求します。

●第三者行為として届け出が必要な場合
　・交通事故で負傷した
　・他人による暴力行為で負傷した
　・飲食店などでの飲食、購入した食品により食中毒になった
　・他人が飼っているペットに咬まれた
　・他人の落下物に当たった
　・スキー・スノーボード等での接触事故
　国民健康保険または有田川町で医療費の助成を受けられている方で、このような件に該当されたら、必ず担当窓口
にお届けください。

●医療機関にかかるとき
　第三者行為が原因による負傷で医療機関を受診する場合、原則として保険証は使えません。
しかし届け出をいただくことにより、保険証を使用していただくことができます。
受診の際には、必ず第三者（加害者）の行為により負傷したことを伝えてください。
※役場で発行された第三者行為である証明書が必要となる場合があります。
※�『通勤途中・仕事中の負傷（労働者災害補償保険）』『通学途中・学校での負傷（独立行政法人日本スポーツ振興セン
ター災害共済給付）』『ケンカや飲酒運転での負傷』『被保険者の犯罪行為や故意の事故による負傷』には、保険証が
使えません。
※�加害者と先に示談されている場合も使用できないことがありますので、必ず示談前に担当窓口に連絡してください。

●届け出時にお持ちいただくもの
健康保険証または医療費助成の受給者証
事故証明書（交通事故の場合）
マイナンバーカード
本人確認書類（運転免許証など）
印鑑

　※事故当時の状況等を聞かせていただくので、できるだけ状況のわかる方がお手続きください。
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事業名 対象者 内容

日常生活用具の給付など おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者など町民税
非課税世帯

火災警報器・自動消火器・電磁調理器の給付を行いま
す。

緊急通報装置の貸与

●�おおむね70歳以上のひとり暮らしの虚弱な高齢者
（介護保険の認定を受けている者または、認定に相
当する状態の者）
●ひとり暮らしの重度身体障害者など
●町長が特に必要と認める方

急病や災害時など、もしものときに、迅速で適切な対
応を行うため、緊急通報装置を貸与します。

高齢者住宅改造補助事業 要支援・要介護認定者で、一定の低所得者および生活
保護世帯の者

介護保険支給額（上限20万円）を超える部分について
20万円を限度として支給します。

高齢者福祉通院外出支援
事業

おおむね65歳以上の高齢者であって介護保険法に規
定する要介護と認定された者で、車椅子などを使用し
なければ移動が困難な者、またはこれと同等と認めら
れる者

ストレッチャー装着ワゴン車・車椅子搭載車両を使用
し、利用者の自宅またはその付近から医療機関への送
迎を行う。
※利用料必要

生活管理指導事業
（指導員派遣・短期宿泊）

基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立し
づらいなど社会的適応が困難な高齢者

訪問または短期間の宿泊により日常生活における指
導や支援を行います。

紙おむつ支給事業
要介護状態の高齢者を介護している町民税非課税世
帯（介護施設、入院中の方は対象外）で町長が必要と認
める方

紙おむつを、年間55,000円を限度として支給します。

吉備 住民課 住民班　金屋 長寿支援課　地域包括支援センター
清水 住民福祉室  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高齢者福祉

高齢者の福祉サービス

福祉・介護
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　高齢者の皆さまが住み慣れた地域で安心して暮らせ
るよう、保健師・社会福祉士・主任ケアマネージャーが、
介護や保健・医療・福祉などさまざまな相談に応じます。

保健・医療・福祉全般に関する相談
　高齢者やその家族の方々が抱える悩みや心配事など
の相談を受け付けます。健康の不安や介護などでどこ
へ相談してよいか分からないなど、保健や医療、福祉に
関することは、何でもお気軽にご相談ください。

介護予防の相談、サービスの利用調整
　介護が必要になるおそれがある方や、要介護認定で
「要支援」の方が介護予防に取り組むための「介護予防
プラン」を作成します。
　また、健康な高齢者の方々には、介護予防につながる
活動や講座などの情報を提供します。

和歌山シニアエクササイズ
　和歌山県下で多数おこなわれ
ている介護予防運動。体をのばす
ストレッチ、筋力をつける筋力ト
レーニング、転倒予防のためのス
テップ運動です。区民館や公民館
などで、毎週1回2時間程度行います。

いきいき100歳体操
　準備体操、筋力運動、整理体操
の3つの運動をします。重さを
調節可能なおもりを手首、足首
に巻き付けて椅子に座ってゆっ
くりと手足を動かしていきます。区民館や公民館など
で週に1回1時間程度、ビデオに沿って運動をします。

認知症予防教室
　区民館や公民館などに集まり実施します。脳トレド
リルや参加者みんなで作品作りを行い、おしゃべりし
ながら“楽しく！長く！”をモットーに行っています。

地域のサロン
地域のサロンとは、区民館や公民館などに集まりお茶

を飲んでおしゃべりして楽しく過ごすことです。それぞ
れ趣向を凝らして運営しており、なかには運動や認知症
予防に取り組んでいるグループや子どもからお年寄り
まで世代を問わず集まっているグループもいます。

権利擁護、虐待の早期発見・防止
　高齢者の方々が安心して暮らせるよう、さまざまな
権利を守ります。高齢者虐待について、早期発見と防止
に努め、他の機関とも連携して高齢者の皆さまの人権
を守ります。また、消費者被害の啓発や防止、認知症な
どで判断能力が十分でない人を擁護する「福祉サービ
ス利用援助事業」「成年後見制度」などの制度の支援を
行います。

地域ネットワークの構築
　民生委員・医療・福祉関係機関などさまざまな方によ
る地域支え合いネットワークづくりを行います。高齢
者の方々に対してよりよいサービスが提供されるよ
う、地域のケアマネージャーとの連携を行います。

地域包括支援センター 金屋 長寿支援課　地域包括支援センター　清水 住民福祉室
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きび在宅支援センター

●きび訪問看護ステーション
●訪問リハビリテーション
●きび訪問介護センター
●グループホームきびの里
●きびデイサービスセンター
●有料老人ホーム
　シルバーホームみなみ

☎0737-52-7643

お気軽にご相談下さい！お気軽にご相談下さい！

0737-52-8886
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本人、家族の方などから各庁舎担当課へ申請をしていただきます。申 請

介護認定審査会による審査

訪問調査 調査員が家庭などを訪問し、介護が必要な状態かどうかの調査を行います。

訪問調査の結果および医師の意見書をもとに、介護認定審査会で介護の必要
程度を判定します。

該 当

介護の度合いに応じて、要支援1、2または、要介護1
～5の区分に分けられ、その結果を通知します。

認 定
介護保険サービスを受けることはできません。
町の提供するほかのサービスの利用についてはお問
い合わせください。

自 立

非 該 当

介護サービス計画（ケアプラン）の作成

介護サービスが利用できます

介護予防サービス計画の作成

介護予防サービスが利用できます

●訪問介護　　●訪問入浴介護　　●訪問看護　　●訪問リハビリテーション
●通所介護　　●通所リハビリテーション　　　　●福祉用具貸与
●短期入所サービス　　　　　　　●居宅療養管理指導
●認知症対応型共同生活介護　　　●福祉用具購入費の支給（限度額あり）
●住宅改修費の支給（限度額あり）　●小規模多機能型居宅介護

在宅サービス
●介護老人福祉施設
　（特別養護老人ホーム）
●介護老人保健施設

施設サービス

※�サービスを利用した場合は、介護保険負担割合証に記載されている「1割」、「2割」または「3割」の自己負担が必要と
なり、施設に入所された場合は居住費・食費などの自己負担も必要となります。

吉備 住民課 住民班　金屋 長寿支援課　地域包括支援センター
清水 住民福祉室  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　介護保険

加入対象者
　第1号被保険者…65歳以上の方
　第2号被保険者…40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方

介護保険サービスを受けるための手続き
　介護保険サービスを受けるには申請をしていただき、介護が必要であると認定される必要があります。

利用できる介護サービス
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介護保険料の納め方
被保険者の区分 納付方法

第1号被保険者
介護保険料は原則として、年金から差し引かれ
ます。ただし年金額が年額18万円未満の方な
どは、納付書により個別に納めていただきま
す。

第2号被保険者 加入されている医療保険の保険料と併せて納
めていただきます。

転入・転出されるとき・死亡したとき
　65歳以上の方（40歳～64歳までの要介護認定者を
含む）の転入・転出の手続きは次のとおりです。

転入したとき 前住所地で要介護認定を受けていた方は、要介
護・要支援認定新規申請手続きを行います。

転出するとき 介護保険被保険者証を返還してください。

死亡したとき 介護保険資格喪失届を提出していただきます。
介護保険被保険者証を返還してください。

療育手帳の交付
療育手帳の交付申請に必要なもの
申請書
（18歳未満）診断書　（18歳以上）相談調査票
�顔写真1枚（上半身、正面、脱帽・サイズは縦3㎝×横
2.5㎝）　※ポラロイド写真は不可

身体障害者手帳の交付
認定される障害
　現在、認定される障害は下記のとおりです。
①視覚障害
②聴覚または平

ヘイコウ
衡機能障害

③音声・言語またはそしゃく機能障害
④肢体不自由（上肢・下肢・体幹機能障害など）
⑤�内部障害（心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直
腸・小腸・免疫・肝臓）

身体障害者手帳の交付申請に必要なもの
申請書
診断書（所定の診断書で指定医師の作成したもの）
�顔写真1枚（上半身、正面、脱帽、サイズは縦3㎝×横
2.5㎝、1年以内に撮影されたもの）

　※ポラロイド写真は不可
　�※�身体に障害のある15歳未満の児童に係る申請は、
保護者が代わって申請してください

精神障害者保健福祉手帳の交付
精神障害者保健福祉手帳の交付申請に必要なもの
申請書
�写真　縦4㎝×横3㎝（脱帽、上半身、1年以内に撮影
したもの）
添付書類（ア、イのいずれか）

　ア、医師の診断書（精神障害者保健福祉手帳用）
　イ、�精神障害を支給事由とする障害年金を受けてい

る場合、障害年金証書（写）、年金振込通知書また
は支払い通知書（写）、同意書

障害者福祉 吉備 住民課 住民班　 金屋 やすらぎ福祉課 福祉班　 清水 住民福祉室

※�令和3年度から令和5年度中の保険料は、令和2年度までの
実績をふまえ調整します。
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メンタルサポート1
あなたの地域生活をサポートします！

有田川町天満86-1

訪問看護ステーション

TEL 0737-23-7130
FAX 0737-23-7131

Mental Support1（MS1）
訪問看護ステーション
メンタルサポート1の特徴
・こころのケアを重視し､こころの病気を持ちながらも地域で自
分らしい生活が送れるよう医療・福祉・行政機関と連携を取りな
がらサポートいたします｡

・自立支援医療の指定医療機関です｡健康保険が適用され､1割
の負担金または無料で訪問看護サービスを受けることができ
ます｡
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手当ておよび年金制度
特別障害者手当（国制度）

支給要件
20歳以上の在宅の方で、精神または身体に著しく
重度の障害があり、日常生活において常時特別の
介護を必要とする方

認定基準
重度の障害が重複している方およびそれに準ずる
方（医師が作成した所定の診断書に基づいて判定
します）

支給制限
①�本人、配偶者および扶養義務者の所得が一定額
以上の場合
②�施設に入所している場合、または病院などに3
カ月以上継続して入院している場合

受給資格者 障害者本人

支給月 5・8・11・2月（年4 回）

申請に
必要なもの

所定の申請書類
受給中の年金額がわかるもの
所定の診断書
手当の振込先口座（本人名義のもの）
その他状況に応じて必要な書類

支給要件 20歳未満で、日常生活において常時介護を必要と
する重度の障害児（者）

認定基準
身体障害者手帳1級、2級（一部）または療育手帳Ａ
1の認定を受けた方、およびそれに準ずる障害を
有する方

支給制限
①�本人、配偶者および扶養義務者の所得が一定額
以上の場合
②�施設に入所している場合（通園施設は除く）

受給資格者 障害児（者）本人

支給月 5・8・11・2月（年4 回）

申請に
必要なもの

所定の申請書類
受給中の年金額がわかるもの
所定の診断書
手当の振込先口座（本人名義のもの）
その他状況に応じて必要な書類

障害児福祉手当（国制度）

支給要件

20歳未満で身体や知的または精神に中程度以上
の障害もしくは長期にわたる安静を必要とする病
状にある児童をその父もしくは母が監護している
とき、または父母以外のものが養育し、主として対
象児童の生計を維持しているとき。

支給制限

①�本人、配偶者および扶養義務者の所得が一定額
以上の場合
②�児童が施設に入所している場合（通園施設は除
く）
③�支給対象児童が障害を事由とする公的年金を受
けている場合

受給資格者 上記児童を監護している父もしくは母、または父
母以外で上記児童を養育している方

支給月 4・8・12月（年3回）

申請に
必要なもの

所定の認定請求書　　 戸籍謄本
�所定の診断書（省略できる場合があります。）
所定の口座申出書（受給資格者名義）
�手当ての振込先口座通帳・キャッシュカード
（受給資格者名義）
その他状況に応じて必要な書類

特別児童扶養手当（国制度）

支給要件

有田川町の住民基本台帳に登録されており、在宅
で身体・知的もしくは精神に重度の障害がある方
（基準日毎年10月1日）
●�身体障害者手帳の交付を受けており、障害程度
が1級または2級で、その手帳を本町で管理して
いる方
●�療育手帳の交付を受けており、障害程度がAで、
その手帳を本町で管理している方
●�精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており障
害程度が1級で、その手帳を本町で管理してい
る方

支給制限 基準日において施設入所、病院または診療所に継
続して3カ月を超えて入院している方

支給金額 10,000円（年額）

支給月 12月下旬・年1回払い

申請に
必要なもの

申請書　 該当する手帳
手当の振込先口座（本人名義のもの）

有田川町重度心身障害者（児）福祉手当（町単独）
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通所補助金など
障害児通所施設　遠距離通所補助制度
　町内外の障害児通所施設に通所する児童の保護者に
対し、その負担の軽減と児童の療育の場の確保のため、
補助金を支給します。
❖対象者
　障害児通所施設までの距離が4km以上あり月の利用
日数が、当該施設の開所日数の半分以上通所している
児童の保護者
※�ただし、施設の送迎サービスを受けられる児童の保
護者は除きます。

障害者施設通所　交通費助成金交付制度
　在宅の障害者の方が就労支援事業所などに通所する
ために要する費用を助成する制度です。
❖対象者
　通所距離が2kmを超える方で、路線バス・鉄道を利用
して通所している方
※�ただし、他の制度により交通費の補助を受けている
方は対象になりません。

障害者自立支援給付・地域生活支援事業・
障害児通所給付による福祉サービス
　在宅で訪問を受けたり、通所して訓練などを受けた
り、施設に入所を希望したりする方に対する福祉サー
ビスです。
　これらの福祉サービスを利用するためには、介護給
付費などの支給決定または地域生活支援事業の利用決
定を受け、指定障害福祉サービス事業者などと契約す
ることが必要です。

訪問系サービス
　在宅で訪問を受けたり、通所したりする際に利用す
るサービスです。
●居宅介護（ホームヘルプ）　●重度訪問介護
●同行援護　　　　　　　　●行動援護
●移動支援　　　　　　　　●重度障害者等包括支援

日中活動系サービス
　入所施設などで昼間の活動を支援するサービスです。
●療養介護　　　●生活介護
●自立訓練（機能訓練・生活訓練）
●就労移行支援　●就労定着支援
●就労継続支援（A型=雇用型、B型=非雇用型）
●地域活動支援センター
●日中一時支援

居住系サービス
　入所施設などで住まいの場（夜間）におけるサービス
です。
●施設入所支援（障害者支援施設での夜間ケアなど）
●共同生活援助（グループホーム）
●福祉ホーム　●自立生活援助

児童福祉法に基づく障害児福祉サービス
●福祉型児童発達支援　　　●医療型児童発達支援
●居宅訪問型児童発達支援
●放課後等デイサービス　　●保育所等訪問支援

補装具費の給付
　身体上の障害を補うための補装具の製作および修理
にかかる費用を給付します。
※事前の申請が必要です。
※�町民税課税世帯については、費用の1割が原則として
自己負担となります。
　補装具費の支給を受けるためには、和歌山県子ども・
女性・障害者相談センターの判定を受けていただく必
要があります。
❖申請に必要なもの

身体障害者手帳　 見積書　など
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日常生活用具の給付
　在宅の障害者（児）の方に対して、日常生活上の困難
を改善するために日常生活用具を給付します。
※事前の申請が必要です。
※�町民税課税世帯は基準価格の1割が原則として自己
負担となります。（ストーマ装具については自己負担
なし）
❖申請に必要なもの
　 身体障害者手帳　 見積書
　 医師意見書（用具によって必要な場合あり）

難聴児補聴器購入費・修理費の一部助成
　身体障害者手帳の対象外となっている軽度・中度難聴
児の補聴器の購入または修理費用を一部助成します。
❖対象
　●有田川町に住所を有する18歳未満の方
　●�両耳ともに聴力レベルが30dB以上70dB未満で、
身体障害者手帳の交付の対象とならない方

　●世帯員の町民税所得割課税額が46万円未満の方
　●指定医師による意見書が必要
❖助成額
　購入費または修理費の2/3を助成します。（町民税非
課税世帯は全額助成）
　ただし、購入費および修理費には基準額があります。

身体障害者自動車操作訓練助成
　身体障害者の方が自動車運転免許を取得する場合
に、取得に要する費用の一部を助成することで、身体障
害者の就労など社会活動への参加を促すことを目的と
しています。
❖助成対象者
　障害等級4級以上の身体障害者で、自動車運転免許を
取得することによって就労が見込まれるなど社会活動
への参加に効果があると認められる方
❖助成金
　自動車運転免許取得に要した費用の2/3以内の額で
10万円を上限とする。
❖申請に必要なもの
　 所定の申請書類　 身体障害者手帳
　※�自動車教習所などへ入所する前に申請してください。

身体障害者自動車改造費助成
　重度身体障害者が就労などに伴い自動車を取得する
場合に、その自動車の改造に必要な経費を助成すること
で、重度身体障害者の社会復帰を促すことを目的として
います。
❖助成対象者
　2級以上の身体障害者手帳（上・下肢、体幹機能障害に
限る）の交付を受けた方で、就労などに伴い、本人が所有
し、運転する自動車の操向装置および駆動装置の一部を
改造する必要のある方。ただし、本人、配偶者および扶養
義務者の所得により助成が制限されます。また、前回の
助成から6年以上経過していることが必要です。
※改造登録から1年以内に申請してください。
❖助成対象経費
　操向装置、駆動装置などの改造に要する経費で10万
円を限度とします。
❖申請に必要なもの
　 所定の申請書類　 身体障害者手帳
　 運転免許証　　　 車検証

重度身体障害者住宅改造費助成
　在宅介助を要する重度身体障害者が安心して生活で
きるように住宅改造費を助成します。
❖対象者
　町内に居住する身体障害者で、次の各号いずれにも
該当する方
①�身体障害者手帳1・2級の交付を受けている者のうち
在宅で介助を要する方であって生活保護世帯または
町民税非課税世帯（住宅取得控除前）に属する方
②�じん臓機能障害で在宅血液透析を行うための機器を
設置する方
❖助成額
　重度身体障害者のための住宅改造経費で助成対象額
は、60万円を限度とし、その4分の3にあたる額を助成し
ます。また、生活保護世帯は対象額の全額を助成します。
※�ただし、介護保険支給額または日常生活用具給付額
［住宅改修給付額］を控除します。
❖申請方法
　住宅改造着工前に下記の必要書類を添えて申請し、
助成の決定を受けた後に着工します。
❖申請に必要なもの
　 所定の申請書類　 身体障害者手帳　 見積書
　 �住宅改造箇所を示す平面図宅が借家の場合は、所

有者の同意書
　 改造前の写真
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福祉タクシー利用券
　町内在住の重度障害者の方に対し、社会参加と福祉
向上を図ることを目的とした制度。福祉タクシー券（年
間最大24枚）を交付し、タクシーの基本料金相当額を助
成します。
　この制度の対象となる方は、本町の住民基本台帳に
登録があり、本町で管理する下記手帳をお持ちの方と
なります。ご利用を希望される方は各庁舎担当課窓口
まで申請してください。
❖対象者
　●身体障害者手帳1級・2級をお持ちの方
　●療育手帳A1・A2をお持ちの方
　●精神障害者福祉手帳1級をお持ちの方
❖交付枚数
　年間24枚
❖申請に必要な物
　 対象となる障害者手帳

各種運賃の割引
　各種手帳を所持する方に対して、鉄道・バス・航空・タ
クシーなどの運賃が割引されます。
※詳しくは各事業所へお問い合わせください。

有料道路通行料金の割引
　有料道路における通行料金が割引（おおむね通常料
金の半額）になります。
❖対象者
　●障害者本人運転……�第1種・第2種の身体障害者手

帳を所持する方（障害の種別
は問いません）

　●介護者運転…………�第1種の身体障害者手帳、第1
種の療育手帳を所持する方

❖対象自動車の範囲
　（1）�本人または介護人の所有する自動車など（自家用

で個人名義のものに限ります。事業用および法人
名義のものは登録できません。）� �
※障害者1人につき1台に限定

　（2）自動車の種類
　　①乗用自動車………�普通自動車、小型自動車、軽自

動車で定員10人以下の乗用の
ものに限る

　　②貨物自動車………�乗用車と類似した構造と機能
を有するライトバンなど

　　③特殊用途自動車…�乗用車と類似した構造と機能
を有する身体障害者輸送車

❖申請方法
　身体障害者手帳または療育手帳に割引資格証明（有
効期限有）を受け、料金所で提示の上料金を支払ってく
ださい。ETC利用申請の場合は、証明書を発行しますの
で、所定の封筒で有料道路事業者設置窓口に郵送して
ください。
❖申請に必要なもの
　 ①身体障害者手帳または療育手帳
　 ②運転免許証（障害者本人運転の場合のみ）
　 ③車検証
　 ④ETCカード（障害者本人名義）
　 ⑤ETC車載器セットアップ申込書・証明書
　●手帳で割引の場合　①～③
　●ETC利用の場合　　①～⑤　が必要です。

NHK受信料の減免
　「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する方
は、放送受信料の全額または半額が免除となります。
❖申請方法
　金屋庁舎・やすらぎ福祉課（吉備庁舎・住民課、清水行
政局・住民福祉室）で、証明を受けた放送受信料免除申
請書をNHKへ提出してください。
❖申請書発行に必要なもの
　 �身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健

福祉手帳
　 認印
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　心身障害者（児）の保護者（加入者）が死亡した（また
は重度障害者になった）場合に、残された障害者（児）に
終身一定額の年金を支給することで、障害者（児）の生
活の安定と福祉の増進に資することを目的とした制度
です。

心身障害者扶養共済制度（県）
金屋 やすらぎ福祉課 福祉班

医療の給付
金屋 やすらぎ福祉課 福祉班　清水 住民福祉室

自立支援医療（更生医療・育成医療）
　18歳以上で身体障害者の方が日常生活を容易にする
ために障害程度を軽減する手術などの医療を必要とす
るとき、指定医療機関で公費により医療を受けることが
でき、自己負担額は原則1割となります。ただし、本人お
よび本人と同じ医療保険に加入している方の、収入・所
得に応じて月額自己負担上限額が定められています。
❖自立支援医療の例
　●肢体不自由…人工関節置換術、形成術など
　●心臓障害……�ペースメーカー植込術、冠動脈バイ

パス術、人工弁置換術、心臓移植後抗
免疫療法など

　●じん臓障害…�人工透析療法、腎移植術、腎移植後抗
免疫療法

　上記は対象の一例です。詳しくはお問い合わせくだ
さい。
❖申請に必要なもの
　 自立支援医療（更生医療）支給認定申請書
　 �自立支援医療（更生医療）意見書・医療費概算内訳

表（所定の様式で指定自立支援医療機関で作成し
たもの）

　 身体障害者手帳　 健康保険証
　※�18歳未満の方については自立支援医療（育成医療）
を給付します。

自立支援医療（精神通院）
　障害者総合支援法第52条に基づく精神科の通院医療
公費負担制度です。
　指定の医療機関において、こころの病で通院医療を
受けた場合、自己負担額が1割となります。また、本人お
よび本人と同じ医療保険に加入している方の所得に応
じて月額自己負担上限額が定められています。
❖申請に必要なもの
　 自立支援医療（精神通院）支給認定申請書
　 診断書（精神通院医療用※）
　 健康保険証
　※�精神障害者保健福祉手帳と同時申請される場合
は、手帳用の診断書をもって、精神通院医療用の診
断書を省略することができます。

　※�自立支援医療の更新時における診断書の提出は、
原則2年に1度です。

　※�更新手続きは、有効期間の終了する3カ月前から行
うことができます。

携帯電話料金割引
　各種手帳の所持する方に対して、携帯電話料金が割
引される場合があります。
※詳しくは各事業所へお問い合わせください。

ヘルプマーク
　義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病
の方、または妊娠初期の方など、援助や配慮を必要とし
ていることが外見からは分からない方々が、周囲の方
に配慮を必要としていることを知らせることで援助を
得やすくなるよう「ヘルプマーク」を配布しています。

　公安委員会が交付する標章を掲出することにより、
道路標識等により駐車を禁止した場所または時間制限
駐車区間の駐車禁止規制の対象から除外されます。
※�認定基準等詳しくは湯浅警察署までお問い合わせく
ださい。

駐車禁止除外指定車標章
湯浅警察署  ☎64-0110

駐車区画利用証
　障害のある方や難病患者、高齢者、妊産婦、けが人な
ど移動に配慮を要する方々が使いやすい駐車の仕組み
として、公共施設における障害者等用駐車区画をご利
用いただくための利用証を交付します。

ヒアリングループの貸し出し
　補聴器を利用している方や聴覚に障害がある方が、
町内で開催する講演会などに参加される場合に、音声
をクリアに聞き取るための携帯型ヒアリングループの
貸し出しを行います。

　障害者への虐待に気付いた方や虐待を受けた方は、
下記に通報してください。
　☎32-3111

有田川町障害者虐待防止センター
金屋 やすらぎ福祉課 福祉班
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保護の種類 保護の範囲
生活扶助 日常生活に必要な費用
教育扶助 義務教育に必要な費用（教科書、学用品など）
住宅扶助 住宅の維持に必要な費用、家賃など
医療扶助 診療、治療費、薬代など
介護扶助 介護保険に伴う費用
出産扶助 出産に伴う費用
生業扶助 生業費用、技能習得費用
葬祭扶助 葬祭に必要な費用

生活保護
金屋 やすらぎ福祉課 福祉班　清水 住民福祉室

　生活保護は、経済的理由で生活に困っている世帯に、
その困窮程度に応じて最低限度の生活を保障し、自分た
ちの力で生活ができるように手助けをする制度です。
　自分たちの資産や能力その他あらゆるものを生活の
維持に活用し、さらに年金・保険など他の制度や親戚か
らの援助を受けても、国が決めた最低限度の生活が営
めないときに、保護の対象となります。
　保護の種類は次のとおりです。

生活困窮者自立支援制度
有田振興局 健康福祉部　金屋 やすらぎ福祉課 福祉班

　生活に困った方を支援して生活保護を受ける前の段
階で自立につなげることを目的とした制度です。
　相談窓口は振興局で、専門の支援員が一人一人の状
況に応じた支援計画を作成し、課題を解決しながら自
立を目指します。対象者は、生活保護を受けている方以
外で、生活に困っていて、最低限度の生活を維持するこ
とができなくなる恐れのある方です。経済的な問題で
生活に困っている方、引きこもりやニートで悩んでい
る方、働いた経験がなく不安な方など、複合的な課題を
抱えた方にも対応できます。

災害弔慰金・障害見舞金・援護資金貸付
金屋 やすらぎ福祉課 福祉班　清水 住民福祉室

　災害弔慰金の支給、災害障害見舞金支給および災害
援護貸付金の貸付は、災害弔慰金の支給などに関する
法律に基づき実施します。

権利擁護センターありだがわ
有田川町社会福祉協議会　金屋 やすらぎ福祉課 福祉班

　高齢者や障害のある方が、住み慣れた町で自分らし
く安心して生活ができるように相談支援等を行いま
す。認知症や知的障害・精神障害などにより、判断能力
が不十分な方の権利を守り、成年後見制度やその他の
制度の利用ができるように支援します。
　☎23-8800（有田川町社会福祉協議会　地域福祉課）

　現在、地域のつながりが希薄になり、困っている人が
相談できずに孤立し、必要な支援が受けられないとい
うケースが増えつつあります。その中で、民生委員・児
童委員は、地域住民の一員として皆さまと同じまちで
生活をしながら、皆さまの立場に立って心配ごとや困
りごとを解決するお手伝いをしています。福祉に関わ
る地域の相談役として活動していますので、ぜひ民生
委員・児童委員にご相談ください。

民生委員・児童委員（民生委員は
児童委員を兼任しています）
金屋 やすらぎ福祉課 福祉班　清水 住民福祉室

秘密は守ります
　民生委員・児童委員は法律に基づき厚生労働大臣か
ら委嘱されています。民生委員・児童委員には【守秘義
務】があり、秘密を守ることが法律により義務付けられ
ていますので、安心してご相談いただけます。

民生委員・児童委員のはたらき
状況把握
　担当区域の高齢者や障害者のいる世帯、児童・妊産婦・
ひとり親家庭などの状況把握（家庭訪問や地域での情報
収集など）を行い、地域住民の抱える問題を把握します。

相談支援
　住民が抱える問題について、相手の立場にたち親身
になって相談にのります。

情報提供
　住民が必要としている、必要であろうサービスや支
援についての情報提供を行います。

連携連絡
　住民が個々に応じて必要なサービスなどを受けられ
るよう、有田川町役場などの関係機関と連携し必要な
対応を促すパイプ役を務めます。
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いろいろな相談窓口
金屋 健康推進課 家庭支援総合センター

　こんなこと「どこに」「だれに」相談すればいいか分か
らない。
　そんな時はまず、当センターにお話しください。ひと
りで悩まないで、一緒に考えていきましょう。
　あなたの悩み、困りごとに寄り添いながらセンター
の相談員がゆっくりお話を伺います。その上で、これか
らの方向性を一緒に考え、アドバイスや情報提供をす
るとともに、必要に応じて様々な支援機関へおつなぎ
し連携しながら、問題解決や次への一歩をサポートし
ます。
　来所が難しい場合は、安心してお話していただける
場所まで、職員が直接伺います。
　有田川町在住の方で家庭での悩み・困りごとをお持
ちの方（子育て・DV・発達・就労・ひきこもり・不登校・人
間関係・虐待など）、その家族の方、また支援者の方から
のご相談をお受けしています。
❖場所
　有田川町役場 金屋庁舎1階 健康推進課内
　（相談室有り）
❖相談日時
　平日8：30～17：15（役場の開所日に準ずる）
　※事前に連絡があれば、時間外での対応も可能です。
　※�DV・虐待など緊急を要するときは110番【警察】へ
連絡してください。

❖電話
　☎32-9762（直通）　平日8：30～17：15
　☎22-4503（健康推進課）
　※役場代表番号に転送されることもあります。

行政相談委員
吉備 総務課　清水 総務政策室

　「年金の手続きの仕方がわからない」
　「土地の境界がわからない」
　「あの時の対応が納得できない」
　など、国や役所などの行政サービスでお困りのこと
はありませんか？

　総務大臣から委嘱された行政相談委員が、住民の皆
さんと行政との間に立ち、相談に応じて、その解決や実
現に向けてお手伝いをします。相談費用は無料で、事前
予約は不要です。相談者の秘密は厳守されますので、お
気軽にご相談ください。
※開催スケジュールは、町広報紙等でご確認ください。
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種類 内容 備考

特定健診 40歳以上の有田川町国民健康保険加入者を対象に身体測定・尿検査・血圧測定・心
電図検査・血液検査・診察を行います。

集団健診と各医療機関での
個別健診があります。

胃がん検診 40歳以上の方を対象にバリウムによる胃透視検査を行います。 集団健診

大腸がん検診 40歳以上の方を対象に便潜血反応検査を行います。 集団健診

胸部検診 結核検診は65歳以上の方を対象に、肺がん検診は40歳以上の住民を対象に、エック
ス線撮影を行います。 集団健診

子宮頸がん検診 20歳以上の女性の方を対象に、視診・内診・細胞診を行います。 集団健診と各医療機関での
個別検診があります。

乳がん検診 40歳以上の女性の方を対象に、マンモグラフィ検査を行います。 集団健診と各医療機関での
個別検診があります。

歯周疾患検診 40・50・60・70歳の方を対象に、歯周組織検査を行います。 各医療機関での個別検診

肝炎ウイルス検診 40歳の方・40歳以上で一度も検査を受けたことがない方を対象に血液検査を行い
ます。

集団健診と各医療機関での
個別検診があります。

特定保健指導 生活習慣病（高血圧症、高脂血症、糖尿病）予防のため、3カ月以上をかけて保健師、管
理栄養士と一緒に個別の支援プログラムを組んで取り組みます。

医療機関で受ける事もでき
ます。

健康相談 健診後の指導、その他健康に関する相談を行っています。

健康教育 健康に関する講演や教室などを行います。

訪問指導
療養上の保健指導が必要であると認められた者およびその家族に対して、保健師・
管理栄養士などが家庭訪問します。
健康に関することについて、必要な指導を行っています。

※集団健診の健診会場および健診時期については、その都度、お知らせします。

種類 内容

精神デイケア 精神障害者を対象に再発予防、社会復帰への土台作り、仲間との交流などを目的に行っています。

訪問指導 療養上の保健指導が必要であると認められた者およびその家族に対して、保健師などが家庭訪問します。
健康に関することについて、必要な指導を行っています。

成人保健サービス 金屋 健康推進課 健康推進班　清水 住民福祉室

精神保健サービス 金屋 健康推進課 健康推進班　清水 住民福祉室

健康
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種類 内容 場所

母子健康手帳の交付 妊娠したら、妊娠届け出を提出してください。
母子手帳を交付します。

金屋庁舎�健康推進課
清水行政局�住民福祉室

妊婦健康診査 妊娠中に医療機関で受けていただく健診です。
母子健康手帳交付の時に受診票をお渡しします。

妊婦教室 妊娠された方とその家族を対象に、妊娠中の過ごし方や出産、子育てに向けてみん
なで考え体験してもらう場です。

産前産後サポート事業 妊娠出産による体調の変化や出産への不安、赤ちゃんのお世話等の心配事に対し、
助産師が電話や訪問でサポートします。

家庭訪問 助産師や保健師や栄養士が、妊産婦・赤ちゃん・乳幼児の家庭を訪問し、健康状態の
確認や子育ての情報を提供します。

乳幼児健診
4カ月児・10カ月児、1
歳6カ月児・2歳児・3歳
6カ月児健診

問診、身体計測、内科診察、歯科診察、栄養相談、子育て相談などを行っています。
※健診の対象児には個別に日程など通知します。 金屋文化保健センター

健康相談 乳幼児の身体計測、栄養、子育て相談を行います。
仲間づくりの場としてご利用ください。

金屋文化保健センター
清水保健センター

親子教室
子どもと保護者の遊びの教室です。
集団の中で、年齢・発達に応じた遊びを通して、子どもの成長を促すことを目的とし
ています。

金屋文化保健センター
清水保健センター

親支援事業 仲間づくり、親子の絆づくり、先を見通した子育ての基礎の学習を目的に教室や講
演会等を実施しています。

そだちの相談 発達相談員が子どもの成長発達のためにアドバイスを行います。※予約制 金屋文化保健センター
清水保健センター

療育相談 理学療法士が子どもの運動発達のためにアドバイスを行います。※予約制 金屋文化保健センター
母子保健推進員 各担当地域において妊娠・子育ての家庭を訪問し相談を受ける委員です。

養育医療給付 身体の発達が未熟（2000g以下）のまま生まれ、入院を必要とする乳児が指定医療
機関において入院治療を受ける場合の医療費の一部を助成します。

一般不妊治療 体外受精および顕微授精を除く不妊治療に要する費用の一部を助成します。 金屋庁舎�健康推進課
清水行政局�住民福祉室

母子保健サービス 金屋 健康推進課 健康推進班　清水 住民福祉室

種類 内容
ロタ

それぞれの年齢に合わせて、感染症予防
のために、個別接種を行います。

Hib
小児用肺炎球菌
B型肝炎
BCG
四種混合
麻しん風しん混合
二種混合
日本脳炎
水痘
高齢者インフルエンザ
高齢者肺炎球菌

※�対象児（者）には、個別に通知、もしくは広報でお知ら
せします。

金屋 健康推進課 健康推進班
清水 住民福祉室 　　　　　予防接種

　いつでも患者さまに血液をお届けできるように、ご
協力をお願いします。
　本人確認できる免許証などをお持ちください。
※�日程については広報、もしくはホームページでお知
らせします。

金屋 健康推進課 健康推進班
清水 住民福祉室 　　　　　献血
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　保育所は、児童の保護者および同居の親族などが仕事や病気などの事情で保育できない場合に、保護者に代わって
保育する児童福祉施設です。
　4月からの入所は、前年の10月に申し込みを受け付けます。それ以降の申し込みは随時受け付けますがなるべく期
間内にご提出ください。
区分 保育所名 所在地 電話（FAX） 対象児 開所時間

公立

藤並保育所 土生42-1 52-5369
（FAX兼用） 6カ月児～5歳児 月～金曜　7：00～19：00

土�・�日曜　8：30～17：15

きび森の保育所 庄814-1 22-3580
（52-2050） 6カ月児～5歳児 月～金曜　7：00～19：00

金屋第一保育所 中井原171 32-3784
（32-4083） 1～5歳児 月～金曜　7：30～19：00

金屋第二保育所 小川811-1 32-5055
（FAX兼用） 6カ月児～5歳児 月～金曜　8：00～17：30

金屋第三保育所 吉原805-1 32-2682
（23-7800） 6カ月児～5歳児 月～金曜　7：00～19：00

清水保育所 清水1675 25-0074
（FAX兼用） 1～5歳児 月～金曜　8：00～17：30

私立 コスモス保育園 徳田1080-3 52-3011 6カ月児～5歳児 月～金曜　7：00～19：00
土　　曜　7：00～18：00

保育所 金屋 こども教育課 こども教育班

　児童を養護している家庭の保護者が、疾病などの社
会的な事由などによって、家庭における児童の養育が
一時的に困難となった場合、または、母子が夫の暴力に
より緊急一時的に保護を必要とする場合などは、児童
福祉施設において一定期間、養育・保護を行います。

子育て短期支援事業
金屋 健康推進課 家庭支援総合センター

　放課後、保護者が仕事などにより家庭にいない児童
を預かる事業です。
　小学校1年生から6年生を対象にしています。

クラブ名 所在地 電話
藤並学童クラブ第1 天満388-1

20-5838藤並学童クラブ第2 天満628-2
藤並学童クラブ第3 天満438-3
田殿っ子クラブ 井口47-1 52-2226
第1御霊さくらんぼクラブ 庄10-2 23-7501第2御霊さくらんぼクラブ 庄30-1
子育てランドかなや 金屋657 52-4567

（有田川町シルバー人
材センター事務所）子育てランドつばさ 吉原805-1

清水学童クラブ 清水398-1 090-9358-1970

学童保育 金屋 こども教育課 教育総務班

子育て・教育
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0歳～3歳未満（一律） 15,000円
3歳以上小学校修了前（第1子・第2子） 10,000円
3歳以上小学校修了前（第3子以降） 15,000円
中学生（一律） 10,000円
所得制限以上（一律） � 5,000円

❖支給時期
　原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分
まで支給します。

　父母の離婚、死亡などで、父または母と生計を同じく
していない児童（18歳に達する日以降の最初の3月31
日までの間にある者または、20歳未満で一定の障害の
ある者）が育成されるひとり親家庭などの生活の安定
と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的と
して支給される手当てです。手当てを受けるためには、
必要書類を添えて申請が必要です。
　ただし、申請者や生計同一の扶養義務者の所得状況
によって支給制限があります。
※�請求者または児童が公的年金給付などを受給してい
る場合は、その公的年金給付などの額が児童扶養手
当の額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を
受給することができます。
　これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害
基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児
童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分
の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加
算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当と
して受給できるようになりました。
※次の場合は手当てを受けることができません。
①児童や父（母）などが日本国内に住んでいないとき。
②�児童が里親に委託されたり、児童福祉施設などに入
所しているとき。
③�父（母）が婚姻しているとき。（婚姻の届け出をしていな
いが事実上の婚姻関係と同様の事情にある時を含む）
④�請求者が父（母）の場合、児童が母（父）と生計を同じ
くしているとき。（父（母）障害該当の場合を除く）

児童扶養手当 金屋 やすらぎ福祉課 福祉班

　出生から中学校修了まで（15歳に達した後最初の3
月31日まで）の子どもを養育している方に支給されま
す。公務員（独立行政法人などは除く）の方は所属庁か
らの支給になります。
　児童手当は、原則、申請した月の翌月から支給されま
す。
　ただし、事由発生日（お子さんの出生日など）の翌日
から数えて15日以内の申請であれば、翌月の申請で
あっても事由発生月に申請があったものとみなすこと
ができます。
※�申請が遅れると、遅れた月分の手当てを受けられな
くなることがありますので、ご注意ください。
❖手続に必要なもの

請求者の健康保険被保険者証の写し
請求者名義の金融機関の口座番号が分かるもの

　●その他支給事由や状況に応じて必要な書類
❖支給月額（平成24年6月～）

児童手当 金屋 やすらぎ福祉課 福祉班
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　保護者の出産や突然の疾病、育児疲れの軽減などの
理由で一時的に子どもを預かる保育制度です。ご利用
には事前登録と予約が必要になります。
対象児童 生後6カ月～就学前（小学校入学前）まで

実施場所 子育て支援センター（有田川町大字下津野245-1）
☎52-5474

実施時間 8：30～17：00（月曜～金曜）
事前登録
および予約

子育て支援センター（有田川町大字下津野245-1）
☎52-5474

一時保育 金屋 こども教育課 こども教育班

　入院を必要としない程度の病状で、急性期～回復期
にあたり家庭や集団での保育が困難なお子さまを一時
的にお預かりします。ご利用には事前登録が必要にな
ります。

対象

有田川町・湯浅町・広川町に住所を有していること
生後6カ月～小学6年生まで
保護者の就労、傷病、冠婚葬祭など社会的な理由によ
り家庭での保育が困難な状態であること
※�医師により受け入れが不可能と判断された場合は
利用できない場合があります。

利用時間 8：30～17：30（土・日・祝・その他平山こどもクリ
ニックの休診日はお休みです）

病児保育 金屋 こども教育課 こども教育班

こぐまクラブ
　有田川町大字天満305-4（平山こどもクリニック併設）
　☎52-8667

活動内容 育児相談　手遊びや絵本の読み聞かせ
絵本の貸し出しなど

開室日 月曜～金曜
電話 52-5474/090-7966-1697
実施場所 有田川町大字下津野245-1

　有田川町在住の0歳から就学前（小学校入学前）まで
のお子さまがおられる方への子育ての応援やお手伝い
をしています。気軽に遊びに来てください。

子育て支援センター
金屋 こども教育課 こども教育班

　きょうだいのうち第三子以降、または住民税所得割
57,700円未満の世帯の第二子以降で、保育所等に入所
している児童の保育利用料は免除となります。
　また、小学生以下の児童を3人以上養育している世帯
で、就学前児童の一時預かり事業、病児保育事業などの
利用料を年間最大15,000円まで助成します。

　0歳児を在宅で育児する多子世帯に給付金が支給さ
れます。
❖対象者
　育児休業給付金を受給していない世帯および生活保
護を受けていない世帯、暴力団関係者でない世帯で、次
の要件をすべて満たす乳児がいる世帯。
（1）有田川町内に住民登録を有すること
（2）生後2カ月を超え、満1歳に満たないこと
（3）属する世帯内の第二子以降であること
（4）�第二子の場合、市町村民税所得割合算額が77,101

円未満であること
（5）保育所等に入所していないこと
❖支給額
　対象となる乳児1人あたり月額30,000円（最大10カ
月分）

紀州っ子いっぱいサポート
金屋 こども教育課 こども教育班

在宅育児給付金
金屋 こども教育課 こども教育班
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児童虐待
金屋 健康推進課 家庭支援総合センター

　虐待かもしれないと疑いを持ったら、迷わず下記相
談機関へ連絡してください。
　相談・通告についてはプライバシーを尊重し秘密を
守ります。
●児童相談所全国共通ダイヤル
　☎189（いちはやく）
●和歌山県子ども・女性・障害者相談センター
　☎073-445-5312
●有田川町　家庭支援総合センター
　☎32-9762（直通）　平日8：30～17：15
　☎22-4503（健康推進課）
　※役場代表番号に転送されることもあります。
　緊急を要するときは迷わず110番【警察】へ連絡して
ください。

　有田川町では子育ての支援と本町への定住促進を図
るために、第3子以降の子を出産したことに対して出産
祝金を支給する制度があります。
❖対象者
　この制度は下記の要件を満たしている方（母親）が対
象になります。
①�第3子の出産前および出産後それぞれ1年以上、有田
川町に住民票があり実際に居住しており、今後も定
住する意思があること。
②�基準日（第3子出生日の1年後）に3人以上の子を養育
していること。
※�第1子および第2子が実子ではなく夫の連れ子などで
ある場合は養子縁組をしていることが要件です。
※対象と思われる方に対し案内を送付します。
❖支給額　25万円

第3子以降出産祝金
金屋 やすらぎ福祉課 福祉班

育児用品等購入費助成
金屋 やすらぎ福祉課 福祉班

　有田川町では、子育てを支援するために、育児に必要
な用品の購入費の一部を助成します。
❖対象者
　有田川町内に住所を有する6歳未満のお子さまの保護
者であり、購入時に有田川町内に住所を有する保護者。
❖対象品目
　チャイルドシート、ベビーカー、ベビーベッド、抱っ
こ紐、ベビーチェア、バウンサーのうち2つ以内（同じ品
目が2つでも可）
❖助成額
　1つめ：購入した費用の半額（上限1万円）
　2つめ：購入した費用の半額（上限5千円）
❖申請時に必要なもの
　 申請者名義の銀行口座の写しなど
　 �領収書（申請者氏名、購入商品名、金額購入日が記

載されたもの）� �
（※宛名が苗字のみ、またはレシートタイプは不可）

　 �安全基準を満たしていることが確認できるもの� �
※チャイルドシートのみ

　※�お子さま一人につき、申請は1回限り

特別児童扶養手当
金屋 やすらぎ福祉課 福祉班

　障害者福祉の欄（50ページ）をご覧ください。

　母子家庭・父子家庭・寡婦を対象に経済自立と生活意
欲の助長を図り、あわせて児童の福祉の推進すること
を目的として貸し付けられる資金です。修学資金・就学
支度資金・技能習得資金などの種類があります。

母子父子寡婦福祉資金貸付金
金屋 やすらぎ福祉課 福祉班
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学校教育 金屋 こども教育課

小・中学校

転入学について
❖町内の学校へ転校するとき
　町内での転居の場合、新住所の学区に転校すること
になります。
❖町外の学校へ転校するとき
住民課で「住民異動届（転出）」を届け出た後、在学中の

学校で在学証明書、教科書給与証明書を受け取り、新住
所の教育委員会で転入学の手続きを行ってください。
　また、有田川町教育委員会にもその旨の連絡をくだ
さい。

社会教育
金屋 社会教育課 社会教育班、スポーツ青少年班

文化情報班（地域交流センターALEC） 　　

公民館事業
　公民館は生涯学習の拠点施設として、住みよい地域
づくり、人々のつながりを深めるための話し合いや行
事に利用したり、学習を通して趣味を広げたりするな
ど豊かな生活に役立つさまざまな活動の場を提供して
います。

芸術・文化事業
　芸術・文化活動を積極的に推進するための行事やイ
ベントを開催し、各種団体育成や文化向上のために事
業を展開します。

●文化協会…�自分の趣味や特技を活かしてさまざ
まな活動をしています。

☆�各年度の事業の詳細については、公民館ガイド（各戸
配布）をご覧ください。

就学時健康診断
　小学校に入学する幼児を対象に、前年の秋ごろに健
康診断を行います。

就学通知書
　小中学校への入学は2月上旬に、入学する学校名を指
定した就学通知を送付します。入学期日は、別に学校長
から通知があります。

63

２１０７有田川町2(SG13)行政最終.indd   63 2021/05/18   14:54:04



文化財保護事業
　文化財は先人が残してくれた世界の宝物です。その
歴史的背景を知り、保存・活用し、価値を認識すること
は、未来のまちづくりを模索する重要な活動です。わた
したちの宝である文化財を調査し、保存することは、学
習資料や未来への道しるべとして活用されます。
　周知の埋蔵文化財包蔵地（古墳・遺跡など）において、
土木工事などの各種開発行為を実施する際には、文化
財保護法の規定に基づき届け出を行う必要がありま
す。（71ページ参照）

青少年健全育成事業
　青少年健全育成のために、青少年関係団体との連携
やサービス団体などへの情報の提供を図ります。また
各種講座や宿泊、自然体験など、体験学習の充実と拡大
を図り、成長過程と相まって心身共に豊かな発達を促
し、自ら考え学び、生きる力を身に付けて意欲的に自立
するように支援するため、多様な学習機会を提供して
います。

生涯スポーツ推進事業
　スポーツは、人生を楽しく充実したものにしてくれ
ます。年齢や体力、目的にかかわらず、いつでも、どこで
も、誰もがスポーツに親しめる、それが生涯スポーツで
す。健康で笑顔のあふれる暮らしづくりのため、施設の
整備や有効活用を図り計画的な諸事業を実施します。
町民のスポーツ・レクリエーション活動のために社会
体育施設および学校体育施設を開放しています。施設
の利用などにつきましては、お問い合わせください。

人権推進事業
　一人一人が自立した人間としての尊厳を自覚し、互
いを認め合いながら共生することのできるまちの実現
を目指し、総合的な人権施策、人権教育及び人権啓発を
推進します。

有田川 Library
金屋 社会教育課 文化情報班

所在地・連絡先 下津野704　☎52-4730

開館時間 10：00～19：00（火曜～金曜）
10：00～1 7：00（土・日・祝）

休館日 月曜（月曜が祝日の場合、翌日が休館日）

有田川町地域交流センター（A
ア レ ッ ク

LEC）
　誰もが気軽に雑誌や漫画が楽しめる、親しみやすい
ライブラリーです。喫茶コーナーも設置されています。

所在地・連絡先 金屋7　☎32-5789
開館時間 10：00～17：00
休館日 月曜・祝日

有田川町立金屋図書館
　児童向け図書サービスが中心で、おはなし会や絵本
作家さんによるワークショップなど、多角的に子ども
と本の橋渡しをしています。

有田川町しみず図書室
　一般書・児童書をバランスよく揃え、小さなお子さま
から、おじいちゃんおばあちゃんまで、幅広い年齢層の皆
さまにご利用いただける自然の中の静かな図書室です。
所在地・連絡先 清水430-1（八幡中学校内）　☎25-1788

開館時間 9：00～17：00（火曜～土曜）
※12：30～13：30（休室）

休館日 日曜・月曜・祝日

ポッポ絵本館
　駅舎をイメージして建てられた建物の中には、約
2,000冊の絵本がある読み聞かせスペースと、貴重な
絵本の原画が見られるちいさな駅美術館があり、大人
から子どもまで楽しんでもらえます。
所在地・連絡先 下津野704（ALEC敷地内）　☎52-4730
開館時間 10：00～16：00
休館日 月曜（月曜が祝日の場合、翌日が休館日）
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種類 頻度（地域により異なります）
燃えるごみ（焼却処分） 週1回または2回
燃えないごみ（埋立処分） 月2回
プラスチックごみ（リサイクル）週1回または2回
資源ごみ（リサイクル）
空き缶 月2回から年2回
空きびん 月2回から年2回
古紙など 月2回から年2回
ペットボトル 月1回から年2回
雑紙 月1回から年2回

※�一部の地域によっては、特別に決められた曜日などが
ありますので、各地区の役員にご確認をお願いします。
●計画収集以外で町が集めるごみは次のとおりです。

種類 備考
粗大ごみ
（埋立処分【一部リサイクル】） 年1回無料回収を予定

小型家電（リサイクル） 役場庁舎などに収集ボックス
を設置

在宅医療廃棄物（一部を除く） 随時

使用済乾電池（リサイクル） ごみステーションなどに専用
ボックスを設置

●直接持ち込めば処理できるごみは次のとおりです。
種類 搬入先

左記の燃えるごみおよび燃え
ないごみ 環境センター

粗大ごみ 環境センター
プラスチックごみ プラスチック収集場

●�町が収集できない（しない）ごみは次のとおりです。
専門業者などにご相談ください。

種類 備考
商店・事業所・工場から生じる
ごみ 事業系廃棄物として処理

農林水産業から生じるごみ 事業系廃棄物として処理
在宅医療廃棄物（一部） 注射器など
ポリ塩化ビニル（塩ビ）製品 波板・水道管など
ロープ・テープなどの長尺物 処理困難物
シート・マットなどの面積が広
い物 処理困難物

岩石・金属塊・硬い金属製品 処理困難物
リサイクルが義務化されてる物

家電リサイクル4品目 冷蔵（凍）庫・エアコン・テレビ・
洗濯機・衣類乾燥機

PCリサイクル対象製品 PCリサイクルマークが貼付さ
れたもの

リサイクル対象消火器 スプレー式を除く
自動車・二輪車および関連
部品

自動車・二輪車リサイクルによ
る

※�その他環境センターなどで処理できない物は"家庭ご
み総合案内"をご参照ください。

ごみ・資源物の収集 吉備 環境衛生課　清水 建設環境室 環境係

計画収集
●�各地域のごみ収集日程については"家庭ごみ総合案内"
をご覧ください。
　"家庭ごみ総合案内"をお持ちでない方は、最寄りの庁
舎までお越しいただければお渡しいたします。
●�計画収集（日時を決めて収集）で収集するごみは一般
家庭から生じるごみで、種類は次のとおりです。 ※�環境センター・プラスチック収集場ともに100円／

10kgの処分料が必要です。

生活環境
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環境を守ること＝未来を育てること
鐵くず・非鐵原料・産業廃棄物・古紙など　一度ご相談ください

吉備工場 和歌山県有田郡有田川町天満 38
TEL 52-2002　FAX 52-7190

湯浅工場 和歌山県有田郡湯浅町湯浅 1671-1
TEL 63-1131　FAX 62-2112 認証取得吉備工場のみ
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犬
を
飼
う

　循環型社会の構築と自然エネルギーの普及促進を図
るため、太陽光発電や太陽熱利用設備を設置するため
の補助制度を設けています。

太陽光発電・太陽熱利用設備導入補助
吉備 環境衛生課　清水 建設環境室 環境係

　生ごみを利用して堆肥に変えるコンポスト容器を無
償貸与する制度があります。

コンポスト容器無料貸与制度
吉備 環境衛生課　清水 建設環境室 環境係

　新たに生ごみ処理容器、生ごみ処理機を購入する場
合は、補助制度があります。

生ごみ処理製品購入費補助
吉備 環境衛生課　清水 建設環境室 環境係

公害特定施設および特定建設作業の届け出
吉備 環境衛生課　清水 建設環境室 環境係

　町内全域において騒音規制法・振動規制法および和
歌山県公害防止条例に基づく公害特定施設（騒音・振
動）・特定建設作業の届け出が必要です。
※�なお、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、地盤沈下および
悪臭については県知事の許可が必要です。
※�製造工場などにおいては、公害防止組織の整備が必
要となる場合があります。

ペット
吉備 環境衛生課　清水 建設環境室 環境係

犬を飼い始めたときは、届け出が必要です。
　犬の登録手数料1匹につき3,000円

 鑑札を紛失した場合は、再発行手数料
1,600円が必要です。

狂犬病予防注射
　年に一度は、狂犬病予防注射を受けさせてくだ
さい。
　集団予防注射の日程は、広報などでお知らせし
ます。
　動物病院などでも受けることができます。
　●�動物病院で狂犬病予防注射を行った場合は
注射済証の発行を受けてください。

❖狂犬病予防注射済票発行手数料　550円

犬が死亡したとき、飼い主が住所変更した
ときは、環境衛生課へ届け出てください。
　手数料は不要です。

猫
を
飼
う

 猫は迷子札をつけて、トイレトレーニ
ングをして室内で飼いましょう。

※�道路など公共用地で、所有者不明の小動物（犬・猫な
ど）が死亡している場合は、連絡してください。

 飼い犬・飼い猫の去勢・避妊手術への補助制度
があります。
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　水道メーターより家庭内側の工事をするときは、町
指定の工事業者（指定給水装置工事事業者）に依頼して
ください。

家庭内の水道工事をするとき

用途別
基本水量 超過料金

水量（㎥） 料金 水量（㎥） 料金（1㎥につき）

家事用 10 1,540円
11～100まで 154円

101～ 187円

営業用 10 1,870円
11～100まで 187円

101～ 220円
特殊用 20 5,500円 21～ 330円

水道料金（消費税込み）

　斎場については、下記の施設があります。
有田聖苑 有田川町大字吉見385-1 ☎52-3055
清水斎場 有田川町大字清水1038-8 ☎25-1598

※�清水斎場をご利用の場合は、清水行政局建設環境室
環境班にお問い合せください。
　☎52-2111（代）

斎場
吉備 環境衛生課　清水 建設環境室 環境係 　売買や相続などにより水道の所有者を変更するとき

は、給水装置所有者変更届を提出してください。

所有者を変更するとき

●�料金のお支払いは毎月23日（23日が休日の場合は翌
営業日）
❖料金のお支払い方法
　納入通知書、口座振替、クレジットカード払いから選
択できます。

水道料金のお支払い

①納入通知書による支払い
　毎月15日頃に納入通知書を送付しますので、納入通
知書の裏面に記載しているコンビニエンスストア（納
期限内のみ）、取扱金融機関等でお支払いください。
　スマートフォン決済でもお支払いいただけます。

②口座振替による支払い
　下記の金融機関窓口でお申し込みができます。
　�（紀陽銀行・ありだ農業協同組合・きのくに信用金庫・
近畿労働金庫・ゆうちょ銀行）
＊�お客様から金融機関へ口座振替依頼書を提出した後、
水道課へ依頼書が届いた分について、口座振替になり
ます。振替口座を変更する場合も手続きは同じです。

③クレジットカード（継続払い）による支払い
　ご使用者様に登録手続きをしていただき
ます。手続きは、パソコンまたは携帯電話等
から、「Yahoo!公金支払い」（https://koukin.
yahoo.co.jp/）から行ってください。

＊�水道課事務所は、役場庁舎とは別の場所にあります。
詳しくは78ページをご覧ください。

メーター使用料（消費税込み）
メーター口径 料金
13mm

�� 110円
20mm
25mm �� 231円
30mm �� 385円

メーター口径 料金
40mm �� 440円
50mm 3,300円
75mm 3,740円

上水道事業
吉備 金屋 有田川町水道課　清水 建設環境室

　転出・引っ越し・長期間水道を使用しないときは、中
止届を提出してください。
　中止の手続きがない場合は、水道使用の有無に関わ
らず、料金およびメーター使用料をいただきますので
ご注意ください。

水道の使用を中止するとき

　水道を新設するときは、給水装置工事申込書を提出
していただく必要がありますが、事前に上記担当課お
よび指定給水装置工事事業者に相談してください。
（給水装置工事申込書、加入者分担金などが必要です。ま
た、給水管引き込み工事費などが別途必要となります）

水道を新設するとき

　売買や相続などにより水道の使用者を変更するとき
は、使用者変更届を提出してください。

使用者を変更するとき

　アパート・マンションなどに引っ越してきたときなど、水
道の使用を開始するときは、開始届を提出してください。

水道の使用を開始するとき
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下水道事業 吉備・金屋 吉備浄化センター「水ホタル」内　下水道課　清水 清水行政局 建設環境室

公共下水道事業
❖利用できる地域
　吉備地区の下水道供用開始区域
❖受益者負担金（新規加入時）　30万円
❖使用料（月額）
　基本料金（10㎥まで）1,320円
　以後1㎥増えるごとに132円（消費税込）
供用開始後3年以内に接続し、一定の条件を満たした

場合に早期接続奨励金を交付しています。

農業集落排水事業
❖利用できる地域
　田殿地区（田口・大谷・井口・賢・船坂・出の一部）
　徳田地区（奥徳田・秋葉・上徳田の一部）
　熊井・奥地区
　吉見地区
　吉原地区
※�令和4年4月以降順次、公共下水道への統合を予定し
ています。
❖受益者分担金（新規加入時）　30万円
❖使用料（月額）
　基本料金　1,650円／戸
　排水料金　�� 660円／人（消費税込）

簡易排水事業
❖利用できる地域
　栗林地区
❖使用料（月額）
　基本料金　1,650円／戸
　排水料金　�� 660円／人（消費税込）

合併処理浄化槽
　個人住宅に合併浄化槽設置を検討している場合は、
事前にご相談ください。

漏水対応について
　水道メーターより家庭内側で水道管が破損等により
漏水していた場合、水道使用者様ご自身で修理してい
ただきます。まず、水道の元栓を閉めて、破損部分がわ
かれば、テープや布等で巻きつけ、応急処置をし、その
まま「有田川町指定給水装置工事業者」に修理の依頼を
してください。（修理費用は、水道使用者様のご負担と
なります。）

各排水事業利用にあたっての注意
①�宅内配管工事を行う場合は有田郡市内の排水設備指
定工事店に依頼してください。
②�記載の地域でも利用できない区域があります。
③�各使用料は令和3年4月1日現在における一般家庭の
1カ月の使用料です。
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建設 吉備 建設課 都市整備班

道路・里道・水路
境界確定について
　地籍調査未実施の地域で、道路・里道・水路に接する
土地を登記事務などで測量する場合、また、境界付近を
造成・掘削する場合などは、境界確定が必要です。

占用・施工許可について
　道路や河川は公共の財産であり、私的に使用するこ
とは法律や条令で禁止されています。
　道路占用・施工・里道水路をやむを得ず使用する場合
は、公共物使用許可・工事施工許可が必要です。

町営住宅
　入居を希望される方はお問い合わせください。
※�県営住宅については、毎年5月、8月、11月、2月に入居
募集があります。

開発行為
　有田川町土地開発指導要綱が定められていますの
で、この要綱に沿って開発してください。
●�都市計画区域内において3,000㎡以上の開発につい
ては、町の許可が必要です。
●�都市計画区域外でも10,000㎡以上の開発について
は、町の許可が必要です。
※�埋蔵文化財包蔵地域が含まれる場合は、別途届け出
が必要です。71ページ参照

　都市計画区域内での建物を建築する場合は、原則と
して建築確認申請の手続きが必要となります。
　なお、都市計画区域外でも、原則として工事届が必要
となります。
　また、都市計画区域外でも木造2階建てよりも階数が
多い場合や木造以外で建築する場合は、建物の規模に
より建築確認申請が必要となる場合があります。

　都市計画区域や用途地域には、建築できる建物の種
類や大きさなどに制限があります。
◆都市計画区域内の用途
　地域指定なし 建ぺい率 70% 容積率 200%

◆用途
　地域内

第2種中高層
住居専用地域 建ぺい率 60% 容積率 150%

第1種住居地域 建ぺい率 60% 容積率 200%
第2種住居地域 建ぺい率 60% 容積率 200%
近隣商業地域 建ぺい率 80% 容積率 200%
準工業地域 建ぺい率 60% 容積率 200%

　そのほか、区域の確認、斜線制度や建築物の用途制限
についてはお問い合わせください。
※�埋蔵文化財包蔵地域が含まれる場合は、別途届け出
が必要です。（71ページ参照）

都市計画区域内の建築制限

建物を建築するとき
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再届け出（計画変更）

景観ルールとの適合審査
適合 不適合

町が行うもの 届出者が行うもの

行為の着手

完了届の届け出

適合通知

完了後の行為の確認

事前相談・協議

行為の届け出

助言・指導

住宅の耐震診断・補強設計・耐震改修補助制度
　木造住宅の耐震診断（国、県、町が負担するため無料）
非木造住宅の耐震診断（国、県、町が一部補助）を行って
います。また耐震診断の結果耐震性が低い建物の耐震
設計、耐震改修（建替えを含む）をする場合は費用の一
部の補助が受けられます。
　次に掲げる用件に該当する住宅
①有田川町内に存する民間のもの
②�昭和56年5月31日以前（木造住宅については平成12
年5月31日以前）に着工された専用住宅、併用住宅、
長屋、共同住宅
③�地上階数が2以下で、かつ、延べ面積が200㎡以下の
もの
④木造住宅は構造が次の工法以外の木造であるもの
　ア）枠組み壁工法
　イ）丸太組工法
　ウ）�建築基準法（昭和25年法律第201号）旧第38条の

規定に基づく認定工法

景観法に基づく届出制度
●�有田川町景観計画では、景観の悪化を予防し、より良
い景観づくりを進めるため、一定規模以上の建築・開
発などを行う際のルール（景観形成基準）を設定して
います。
●�一定規模以上の建築や開発などを行う場合は、景観
ルールに従って良好な景観が形成されるように、景
観法に基づいて町への届け出が必要になります。

届け出の流れ

屋外広告物の許可申請
●�屋外広告物は、身近な情報手段として広く親しまれ、
地域経済の活性化と街の賑わいを演出するために大
切な役割も担っています。一方、屋外広告物が無秩序
に氾濫すると街の景観や風致が損なわれます。

　以上の手続きに必要な関係書類および埋蔵文化財包
蔵地の範囲は、町教育委員会社会教育課で把握してお
り、迅速に届け出の必要性を判断できるようにしており
ますので、町内で土木工事などの各種開発を実施する際
は、事前に町教育委員会までお問い合わせください。

　周知の埋蔵文化財包蔵地（古墳・遺跡など）において、
土木工事などの各種開発行為を実施する際には、文化財
保護法93条第1項の規定に基づき、届け出を行う必要が
あります。
　提出された届け出は、町教育委員会で受け付けた後、
和歌山県教育委員会へ送付を行います。
　和歌山県教育委員会が受理後、事業内容が検討され、
必要な指導が届出者宛に通知されます。（指導事項には
通常、慎重工事・工事立会・内容確認調査が必要・発掘調
査が必要などがあります）この文書は、町教育委員会を
経由して送付させていただきます。指示指導が町教育委
員会に通知されるまでの期間は不定です。

埋蔵文化財包蔵地内における土木工事の際の手続き
金屋 社会教育課

①届出日　工事着手予定の60日前まで
②関係書類
　（1）埋蔵文化財発掘届出書（指定の様式）
　（2）�土木工事を行う位置図、付近見取り図（住宅地

図など）
　（3）�土木工事などの概要を示す書類・図面（土地

利用計画図・建物配置図、建物の平・立・断面図、基礎
図、地中埋設物に関する図面など）

③提出部数　　2部

●�このため、和歌山県では良好な景観の形成または風
致の維持および公衆に対する危害の防止を目的とし
て、屋外広告物が適正に掲出されるよう条例により
ルールを定めており、屋外広告物を設置する際は、町
の許可が必要となります。

　下記面積以上の土地売買については、土地売買等届出
書を提出していただくことになります。土地権利取得者
は、契約締結の日から2週間以内に届け出が必要です。

都市計画区域内 � 5,000㎡以上
都市計画区域外 10,000㎡以上

土地取引の届け出
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　近年、振り込め詐欺（オレオレ詐欺）や悪徳商法など
は、悪質巧妙化しており、さまざまな手口を使い突然
わたしたちの身にふりかかってきます。不安や疑問に
思った時は、勇気を出して断りましょう。そして、一人
で悩まずに相談することが大切です。家族、友人、相談
窓口はあなたの味方です。トラブルに巻き込まれたと
きはすぐに連絡をしましょう。

相談窓口
●金屋庁舎�商工観光課�または�清水行政局�産業振興室
　☎52-2111（代表）
　ＦＡＸ32-9555（商工観光課）、25-9005（産業振興室）
●和歌山県消費生活センター　☎073-433-1551
●消費者ホットライン　　　　☎188

消費生活相談窓口について
金屋 商工観光課　清水 産業振興室

　コミュニティバスは交通空白地域の解消や、公共施
設へのアクセス改善を図ることなどを目的として運行
しています。有田川町では金屋地域や清水地域で運行
していますので、ぜひご利用ください。
❖運賃…大人300円　こども150円
※�ご本人の身体障害者手帳および運転経歴証明書を降
車時に提示することで、運賃が半額になります。

コミュニティバス
吉備 企画調整課　清水 総務政策室

　地域のいろいろな資源などを活用して、地域づくり
を行う団体に補助金を交付します。地域を活性化しよ
うと考えていらっしゃる皆さま！お気軽にご相談・ご
利用ください。
❖補助対象事業
　公園などの整備、自然環境や文化財の保全、地域づく
りのためのイベントなど
❖補助率
　補助対象経費の2分の1以内
❖補助限度額
　対象事業により上限が変わります
　（10万・30万・50万以内）

ふるさとづくり補助金
吉備 企画調整課

有田川町ふるさと応援寄附金（ふるさと納税）
吉備 企画調整課

概要
　有田川町には、人や自然、産業、伝統文化など、さまざ
まな「きらめき」を感じる魅力があります。また、その
「きらめき」をさらに拡大させていく取り組みを進めて
いくため、「有田川町ふるさと応援寄附金」（ふるさと納
税）制度を設けております。
　お寄せいただいた寄附金は、有田川町の将来像の実
現に向けた取り組みである5つのテーマの事業に活用
させていただきます。
（1）だれもが生き生きと暮らせる福祉社会の実現事業
（2）地域の特性を活かした産業・観光の活性化事業
（3）自然と共生し、快適に暮らせる生活基盤の整備事業
（4）�可能性を伸ばしまちを豊かにする教育・学習の推進事業
（5）�住民参加とさまざまな交流により開かれたまちづ

くり事業

　有田川町では、高齢者の健康増進や交流などを目的
とした温泉入浴券のシルバー割引を実施しています。
　有田川町に住所があり、翌年の4月1日までに65歳に
なられる方が対象です。（対象の方は4月1日より交付い
たします。）
　該当される方は『シルバー証明書』の交付申請をして
ください。半額で「かなや明恵峡温泉」・「しみず温泉」に
入浴していただけます。
※申請には「身分証明書」が必要です。

町内温泉施設「シルバー割引」について
金屋 商工観光課　清水 産業振興室

　情報公開における開示は、各担当課で受付します。

情報公開
吉備 　金屋 　清水 各担当課

　藤並駅から天王寺以遠への往復特急列車に必要な切
符を購入された方を対象に、「藤並駅東口駐車場を48時
間無料」でご利用いただけるサービスです。
❖利用方法
①藤並駅東口駐車場に入庫し、駐車券を受け取る。
②�購入した藤並駅発の往復特急券と駐車券を藤並駅観
光案内所に渡して割引手続きを受ける。
③駐車券を受け取り、特急列車で出発する。
④帰着後、割引を受けた駐車券で駐車場から出庫する。
※先着1日10台限定です。
※�藤並駅観光案内所の営業時間外に受け付けることは
できません。
※�藤並駅東口駐車場限定のサービスです。西口駐車場
では、サービスを受けられません。
※電話等での事前予約はできません。

藤並駅東口駐車場無料券発行サービス
吉備 企画調整課
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　不正な消火器の訪問販売や点検が多発しています。
事業所や工場、一般家庭に設置されている消火器に対
して、点検業者と名乗る者が言葉巧みに署名させ、高額
な料金を請求される被害が増加し
ています。
　また、住宅用火災警報器も全国で
の義務化に便乗した不正訪問販売
などの悪徳商法事案も報告されて
いますので、ご注意ください。

悪質な訪問販売にご注意！
有田川町消防本部、吉備金屋消防署、清水消防署

　「地籍」とは、いわば「土地に関する戸籍」のことです。
地籍調査は国土調査法という法律に基づき、町が主体
となって一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査
し、境界の位置と面積を測量することです。その成果は
法務局に送られ、これまでの登記簿、地図（公図）が更新
されることになります。
　地籍調査終了地区では、一筆の土地の形や面積、周辺
の地図を閲覧していただくことや、地図が必要な場合
は交付することができます。
❖地籍調査の成果に関する資料の交付手数料

地籍集成図
Ａ3判以下　1枚　　200円
Ａ3判超え　1枚　　500円

一筆図 1図形　200円
� （磁気ディスクなどへの入力は、図形ごとに100円加算）
地籍調査の成果に関する証明 1件　　200円

地籍調査
吉備 税務課　金屋 地籍調査課　清水 産業振興室

　行政に対する住民の意見を反映するために、広聴活
動をおこないます。

吉備 総務課 　　　　　　　
清水 総務政策室 総務政策班広聴

　次のような消火器は、点検または廃棄、リサイクルを
おすすめします。
（1）�「耐用年数」を過ぎている消火器（交換奨励年数は消

火器ラベルに明記しています。）
（2）さびたり、腐食したりしている消火器
（3）大きな傷や変形した箇所がある消火器
　消火器は一般のゴミ回収には出せません。
　また、リサイクルシールが貼付されていない消火器
をリサイクル・廃棄する際は、既製品用リサイクルシー
ルが必要となります。リサイクルシールは特定窓口ま
たは指定引取場所にて購入することができます。詳し
くは、下記（有田川町消防本部予防課）まで、ご相談くだ
さい。（☎0737-52-7199）

消火器について
有田川町消防本部、吉備金屋消防署、清水消防署

　有田川町内では、たき火などが原因の火災が多く発
生しています。風の強い日や空気が乾燥した日にたき
火を行い、火の粉が飛び燃え広がったり、消火が不十分
であったりと、「ちょっとした注意不足」から大きな被
害に及ぶこともあります。火の取り扱いには十分注意
してください。
　火災とまぎらわしい煙または火炎を発生するおそれ
のある行為を行う場合は、消防署へ
届け出が必要です。ただし、この届け
出をもってたき火などを許可するも
のではありません。

たき火による火災について
有田川町消防本部、吉備金屋消防署、清水消防署
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金屋 産業課　　
清水 産業振興室農業

ふれあい農園
❖料金　1区画（30㎡）1カ月2,090円
　　　　（2区画目分から半額になります）

農地中間管理事業
　農地中間管理機構（和歌山県農業公社）と県内全JAな
どの関係機関が連携し、規模縮小農家などから農地を借
り受け、規模拡大したい担い手農家や新規就農者へ農地
の集積を進める事業です。農地を貸したい方と借りたい
方の間に農業公社が介在するので安心して農地の貸し
借りが行えます。
　また、一定の要件を満たせば支援を受けることもでき
ます。

農業者年金
　農業者の老後の安定のために農業者年金に加入しま
しょう。お気軽にご相談ください。

農地の売買、貸借、転用
　農地の売買、貸借、転用には、農業委員会の許可が必要
です。事前にご相談ください。
※�地目が田畑の土地だけではなく、現況が農地であれば
全て許可が必要です。
※道路や資材置場にする場合も許可が必要です。

新規就農者に対する施策
農業次世代人材育成投資事業
　50歳未満の新規就農者（農業経営者に限る）に対し、就
農不安定期間の所得確保のための給付金を給付する支
援（最長5年間）

地域の団体などに対する施策

多面的機能支払交付金事業
　多面的機能を支える地域の共同活動などに対する支援

中山間地域等直接支払交付金事業
　中山間地域などの条件不利地域（傾斜地など）と平地
とのコスト差（生産費）に対する支援

環境保全型農業直接支払交付金事業
　環境保全効果の高い営農活動を行うことに伴う追加
的コストに対する支援

有害鳥獣被害防止対策事業
●�サル、イノシシ、シカ対策用の防護柵を設置する団体
に対する支援
●�狩猟免許取得に対する支援
●�有害鳥獣捕獲者に対する報償費の支給
●�アライグマ捕獲檻の貸出

産業
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金屋 商工観光課
清水 産業振興室商工・観光金屋 林務課　　

清水 産業振興室林業

届出が必要です

林業従事者に対する施策
林業機械購入補助金
　チェーンソー等の林業機械の購入費用の一部を補助
します。

新規就業者に対する奨励金
　町内で林業作業員として正規雇用された方に対して、
就業一時金を支給するとともに、2年間にわたり奨励金
を支給します。

各種補助金
危険木伐採事業補助金
　住宅への倒木被害を未然に防ぐため、周辺の危険木を
伐採・撤去する費用の一部を補助します。
　（庭木等、山林以外に植えられた危険木は対象外とな
ります。）

薪ストーブ等設置補助金
　新たに薪ストーブを設置するための費用の一部を補
助します。

森林の所有者が変わったら
　新たに森林の土地の所有者となった方は、法律により
土地の所有者となった日から90日以内に取得した土地
のある市町村への届出が義務付けられています。
　※ただし、以下の場合は届出の対象外となります。
　・�国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出
している場合。

　�・地域森林計画区域外の森林の場合。

森林の木を伐採するとき
　地域森林計画区域内で森林の立木を伐採または開発
する場合、森林法に基づく伐採の届出や開発の許可申請�
が必要です。畑の裏の雑木林を伐採する場合や、森林を
伐採して太陽光パネルを設置する場合なども該当しま
す。無届けや無許可による伐採をした場合、罰金に処せ
られる場合があります。

起業支援事業補助金
　20歳以上40歳未満の新規創業者に対して支援します。

特産物開発奨励補助金
　町産の農林水産品を利用してお土産品を開発する取
組を支援します。

商品ブラッシュアップ促進補助金
　既存の商品に改良を加え、新たな販路開拓を目指す取
組を支援します。
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